
 

 

教  育  民  生  委  員  会  記  録  

日  時 令和３年９月２１日（火）  

午後  １時００分～午後  １時３０分  

午後  １時３５分～午後  ２時  ３分  

午後  ２時  ８分～午後  ２時３２分  

午後  ２時３７分～午後  ３時００分  

午後  ３時  ５分～午後  ３時３８分  

午後  ３時４２分～午後  ４時１５分  

午後  ４時２０分～午後  ４時４９分  

午後  ４時５５分～午後  ５時２５分  

午後  ５時２９分～午後  ５時３８分  

場  所 第２，第３委員会室  

出席委員 

◎塚本竜太郎  〇福元   愛  

 小川百合子   後藤浩一郎   末永  康文   浜田智香子  

 日暮  栄治   武藤美津江   矢澤  英雄  

委 員 外 

出 席 者 
 なし  

欠席議員  なし  

説明のため

出席した者 

 保健福祉部長（高橋裕之）保健福祉部理事（鈴木  実）  

 保健福祉部次長（兼）障害福祉課長（小川正洋）  

 福祉政策課長（橋本圭司）福祉政策課副参事（橋爪秀直）  

 地域医療推進課長（梅澤貴義）生活支援課長（矢部裕美子）  

保健所長（山崎彰美）保健所次長（兼）総務企画課長（沖本由季）  

総務企画課統括リーダー（森川暁生）保健予防課副参事（川口  剛）  

保健予防課専門監（野口綾子）生活衛生課長（飯田直樹）  

地域保健課長（根本暁子）健康増進課長（相馬桂子）  

健康増進課副参事（増田貴史）  

こども部長（髙木絹代）こども部次長（兼）保育運営課長（依田森一）  

教育長（河嶌  貞）  

生涯学習部長（宮島浩二）  

学校教育部長（須藤昌英）学校教育部理事（後藤義明）  

教職員課長（三浦邦彦）学校保健課長（中村泰幸）  

指導課長（並木孝樹）指導課統括リーダー（大内俊郎）  

児童生徒課長兼少年補導センター所長（藤崎英明）  

その他関係職員  



- 1 - 

 

                  〇            

              午後  １時開会  

〇委員長  皆様、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから教育民生委員

会を開会いたします。  

                              

〇委員長  開会に先立ち、一言御挨拶申し上げます。常任委員の所属変更によりま

して、当委員会におきまして、私を含む６人が変更となりました。また、去る９月

３日に委員長の互選が行われ、私、塚本竜太郎が委員長に、福元愛委員が副委員長

になりました。よろしくお願いいたします。  

 続きまして、副委員長から挨拶をお願いいたします。  

〇副委員長  よろしくお願いします。  

〇委員長  それでは、新たに教育民生委員に就任した委員を御紹介いたします。  

 まず、私、委員長の塚本竜太郎、福元愛副委員長、後藤浩一郎委員、日暮栄治委

員、末永康文委員、浜田智香子委員となります。  

 次に、執行部の紹介ですが、通常であれば議場出席者を除き、課長職以上の方を

お願いしているところです。しかしながら、本日の委員会においては、新型コロナ

ウイルス感染拡大を防止するため、執行部の紹介は、お手元に配付しました教育民

生委員会所管の執行部職員名簿をもって代えさせていただきます。  

                              

〇委員長  それでは、お手元に配付しました審査区分表に従い、審査を進めてまい

りたいと思います。  

 なお、質疑の方法は一問一答方式を基本とし、採決は各区分ごとに質疑が終了し

た後、議案は１件ずつ、請願は主旨ごとに行います。  

 委員長から執行部にお願い申し上げます。執行部は答弁に当たり挙手するととも

に、委員長と発言し、委員長より発言の許可を得た後、必ず所属と名前を述べ、簡

明な答弁に努められるようお願いいたします。また、答弁漏れのないよう御注意願

います。  

 なお、執行部には反問権を付与しておりますので、反対質問があるときは反問し

ますと申し出てください。質問の流れと関係のない反問は認められませんので、御

了承ください。また、反問が終了した際は、その旨の発言をしてください。  

 重ねて委員長よりお願い申し上げます。携帯電話をお持ちの方は、必ず電源を切

るかマナーモードに設定してください。また、審査に必要な資料を閲覧するため、

議長から貸与されたタブレット端末の使用が認められております。使用の際には操

作音等を発しないよう御注意願います。持込みが認められたブレット端末以外の電

子機器の持込みは禁止されていますので、御注意ください。  

 最後に、今回の委員会は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、第２・

第３委員会室で開催することとし、また執行部の入室についても所属長以上とする

よう御協力をいただいております。さらに、各部署におきましても新型コロナウイ

ルスの対応に尽力いただいているところでございます。全国的に、また本市におい
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ても感染が深刻化しており、この委員会において感染が拡大することが決してない

よう、質疑、答弁につきましても、できるだけ簡潔に行っていただますようよろし

くお願いいたします。  

 なお、本日は前の窓と委員会室の後ろのドアを常に開放しておくようにいたしま

す。また、定期的に休憩を入れ、換気を行いますので、よろしくお願いいたします。 

                              

〇委員長  それでは、早速議案審査に入ります。  

 まず、議案第１区分、議案第 23号、令和３年度柏市一般会計補正予算、当委員会

所管分について、議案第 25号、令和３年度柏市介護保険事業特別会計補正予算につ

いて、議案第 29号、令和３年度柏市一般会計補正予算、当委員会所管分についての

３議案を一括して議題といたします。  

 本３議案について質疑があれば、これを許します。  

〇浜田  よろしくお願いいたします。まず初めに、指定難病と小児慢性特定疾病の

オンライン化対応事業なんですけれども、こちらのオンライン化というのは国から

の事業だと思うんですけれども、こちらをオンライン化にすることによるメリット

をお示しください。  

〇総務企画課統括リーダー  こちらにつきましては、今まで紙媒体での添付を医療

機関側から用意して、それを提出いただいていたものなんですけれども、これをオ

ンライン化することによって、医療機関の事務手間の効率化が図られるものと考え

ております。以上です。  

〇浜田  確認ですけれども、これ診断書のオンライン化ということでよろしいです

か。  

〇総務企画課統括リーダー  こちらにつきましては、医療の意見書ということで提

出していただくものになっております。以上です。  

〇浜田  指定難病のほうは臨床調査個人表、小児慢性特定疾病のほうは医療意見書

だと思うんですけれども、こちら書式も違うということで、統一化するんじゃない

かなと思うんですけれども、県や自治体をまたぐ場合についてはどのようにされる

んでしょうか。  

〇地域保健課長  こちらの小児慢性のほうは、実は 16疾患群の 762疾病というすごい

膨大ないろいろな数の疾病がございます。一応県をまたいだりとかいう場合も、一

応厚労省のほうを一度戻すような形でのシステムになりますので、そういう形に、

県をまたいでも大丈夫です。以上です。  

〇浜田  こちら分かりました。  

 次に、ＧＩＧＡスクール環境整備についてなんですが、こちらの出していただい

ている補正予算額の内訳、お示しください。  

〇指導課長  子供用の端末が約 350、それから教師用が 662で、合わせて 1,021台とな

ります。以上です。  

〇浜田  ありがとうございました。それから、追加のほうで宿泊療養事業でお伺い

します。内訳を担当課の方から出していただいているんですけれども、まず委託料



- 3 - 

 

なんですが、確認です。この事業委託契約は総価契約なのか単価契約なのか、お示

しください。  

〇福祉政策課副参事  例えば、これは総価契約で一式で払う部分と、実績払いで、

いわゆる単価契約的に払う分と混在してございます。  

〇浜田  もうちょっと詳しく教えてください。  

〇福祉政策課副参事  例えば使用したリネン類とかは、当初の計画と入所される方

とで実績が異なってくる場合がありますので、単価に基づいて使った、実際に使っ

た数量で精算して払うということになります。一方で、例えば健康管理のシステム

を入れるんですが、これについては、もう一式ということで、１本の価格で決まっ

てまいりますので、いわゆる総価契約的な形で支払いをするということになります

んで、２種類混在している状況です。  

〇浜田  分かりました。あとは、内訳の中からなんですが、まず生活班勤務の作業

内容について、ちょっと確認も含めてお伺いします。お弁当などを入り口まで運ぶ

のか、配布場所まで取りに行くのか、そちらをお示しください。  

〇福祉政策課長  お弁当の中、個別の方の、利用者にお届けする方法ということで

よろしいでしょうか。それであれば、個別の方の、利用者の方のお部屋の前にボッ

クスを置いていまして、レッドゾーンの中に入っていただいて、お弁当をお届けす

るという形になります。以上です。  

〇浜田  そちら分かりました。あとは、看護師の作業内容なんですが、１日１回の

健康観察についてですけれども、居室訪問なのか、内線電話なのか、どちらでしょ

うか。  

〇福祉政策課長  健康観察自体は、入力を、検温と酸素飽和度につきまして１日２

回利用者の方から入れていただくというような仕組みになっています。それに基づ

いて随時看護師さんが健康観察するというような形になっていまして、基本的には

内線で確認をするという形になりますが、反応がなかった場合とかというのは、当

然立ち入るというようなこともあり得るかと思います。以上です。  

〇浜田  看護師さんなんですけれども、宿泊の内訳を例えば日勤で見ると、看護師

さん５名、92日、単価が８万 640円で、総計が 3,709万 4,400円となっていますが、こ

ちらちょっと他市の状況を調べますと、例えば広島ですと、これ民間に派遣業務を

頼んでいる場合だと思うんですが、時給で 3,500円というところがあります。例えば

これをこの８時・ 18時で、実働９時間だとして、そうすると日にちで、日給で３万

1,500円なんですが、それを２倍で人件費原価と考えても、やっぱり結構高い価格設

定になっているのかなと思うんですが、こちらの算定根拠をお示しいただきたいん

ですけれども、いかがでしょうか。  

〇福祉政策課長  高いという御指摘について、高いかどうかはあるんですけども、

まず後発、我々は後発だという時期の問題が一つあるかというふうに思います。初

めのほうに宿泊療養なり始めていた事業者、自治体さんと、今ここで始めるタイミ

ングの我々とで、少しやっぱり価格が取り合いになっているという現状がございま

すので、ワクチンなども、看護師の取り合いとなっている現状がありまして、後発
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が少し不利というような現状はあると思います。以上です。  

〇浜田  分かりました。ちょっとその辺りで少し上乗せになってしまったというこ

となんですかね。あとは内訳のところで、警備員というのがあるんですけれども、

これ厚労省からの宿泊療養マニュアルを読んだんですが、こちらに警備員の該当箇

所がないんですけれども、これを配備する理由をまずお聞かせください。  

〇福祉政策課長  多くの自治体さんで警備員自体は配置をされていまして、その配

置する理由としましては、脱走をしたりとか、あとはホテルのほうに知らずに入っ

てこられたりというような方がいらっしゃいますので、そこを、トラブルを防ぐ意

味で警備員を立たせるというのは、一般的な、割と多くの自治体でやられていると

いうふうには承知しております。以上です。  

〇浜田  脱走ですか。はい、分かりました。こちらの人件費についての根拠はいか

がですか。  

〇福祉政策課長  見積りを業者のほうから頂きまして、それをベースにつくったと

いうことで、現状やっぱり警備員も取り合いになっているというふうに伺っていま

すので、そういった現状踏まえての価格だというふうには思っております。以上で

す。  

〇浜田  分かりました。あとは薬剤師についてですけれども、薬剤師マニュアルに

は、ごめんなさい、厚労省からのマニュアルには、必要に応じて配置というふうに

書いてありますが、今回の件は薬剤師の配置はいかがですか。  

〇福祉政策課長  薬剤師さん自体は直接的にホテルにいるわけではないんですけれ

ども、オンライン診療等で、例えば調剤が必要だった場合に、薬剤師会の協力を得

ましてお届けいただくというようなスキームになっております。以上です。  

〇浜田  分かりました。次が食費等その他の消耗品の積算根拠、食費が 5,450万 380円

とありますが、こちらの積算根拠についてお示しください。  

〇福祉政策課副参事  こちらにつきましては、市内のお弁当業者さんから契約して、

お弁当を入れていただくという形になるんですけれども、単価につきましては、朝

食については 1,000円、昼食、夕食についてが 1,500円、配送料込みという形で積算

をしているものでございます。  

〇浜田  ありがとうございます。あと補正でもう一点、労働者派遣なんですけれど

も、新型コロナウイルス感染症対応業務の労働者派遣の件なんですが、可能な限り

速やかに確保するというふうな書き方をされているんですが、こちらの人員確保の

めどはいかがですか。  

〇保健予防課副参事  人員のほうは今月中に派遣が可能になるという見込みで、今

動いております。以上です。  

〇浜田  こちらの方々に限らず、例えば子育てなんかを理由にされて、一時離職し

ている方の、いわゆる潜在看護師さんなり保健師さんなりというのの掘り起こしと

いうこともされているんだと思うんですけども、そういった方って、長期間離れて

いて、現場に戻るためにすごく精神的にも知識の面でもスキルの面でも壁があるか

なと思うんですけど、そういった方々に対しての研修というのは行われているんで
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すか。  

〇保健予防課副参事  研修という形で特に実施する予定はないんですが、派遣をい

ただいた方々については、現在現存している保健師のほうから指導をさせていただ

きながら進めていく予定です。以上です。  

〇浜田  分かりました。ぜひ人員確保をしていただいて、なるべくの、万全の体制

で行っていただきたいと思います。私からは以上です。ありがとうございます。  

〇後藤  それでは、 29号です。新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業です。これ

については、先日激しい質疑がありましたけども、まずこの宿泊療養について、県

から要請が来たということですけども、その経緯についてお示しください。  

〇福祉政策課長  これにつきましては、委員御指摘のとおり、知事から秋山市長に

７月 30日に直接連絡がありまして、県内の宿泊療養の体制を強化したいと。ついて

は柏市で実施をしていただけないかという依頼があったというふうに聞いておりま

す。直後から医療従事者の確保、運営体制の、運営可能なホテルの選定等選びまし

て、その上でホテルの生活支援含めました包括的な委託業者を選定して、ルートイ

ン柏南、現在実施しているホテルを９月１日より借り上げ、実際ゾーニングや事前

のスタッフ研修などを行いまして、９月 15日より利用者を入れているということで

ございます。以上になります。  

〇後藤  そうすると、７月 30日に連絡をいただいて、９月１日から借り上げて、９

月 15日から運用開始ということ。これは、スピード感を持ってこの第５波に対応し

なきゃいけないということですけど、そのスピード感はいかがだったんでしょう、

速かったんでしょうか、遅かったんでしょうか。  

〇福祉政策課長  前回桜スカイホテルのときには、市が、職員が直接従事をしまし

たけれども、今回委託という形になりました。県からは、これは別に何か定まって

いるものではないんですけれども、２か月程度で立ち上がれば十分なのではないか

というお話がありまして、その中でいいますと、２か月程度ということの中で、委

託業者ときちんと、当然利用者の安全とかを確保するというようなことを調整した

上で、６週間程度でできておりますので、それほど遅くないのではないかというふ

うには思っております。以上になります。  

〇後藤  はい、分かりました。それから、前回桜ホテルでは市の職員を動員して対

応したと思うんですけども、今回市の従事者はどのような関わりをしていますか。  

〇福祉政策課長  前回桜スカイホテルのときは、初めての緊急事態宣言のタイミン

グだったものですから、市の職員、市の業務自体が大幅にストップしておりまして、

これに注力をするような形で実施をいたしました。その中で、市の保健師さんとか、

事務職員というのが従事をしましたけれども、今回は業務自体、市の業務自体が止

まっているわけではございませんので、その従事をできるような体制が、余力がな

いということで包括的な委託の体制をしかせていただいているということでござい

ます。ただし、柏市の事業でございますので、安全あるいはクレームのほうあって

は困りますので、スタートの段階で、初日よりこの連休までにつきましては、現地

で必ず状況確認をするようにしております。以上です。  
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〇後藤  15日から連休明けですから、およそ１週間とちょっとぐらい、何名体制で

すか。  

〇福祉政策課長  市の職員ということでしょうか。市の職員としては通常２名ほど

で、１名だったり２名だったりということで必ずいるようにしております。  

〇後藤  分かりました。それから、今回の委託料について、４億 6,000万ということ

でありますが、やはり高いのではないかという意見が、全体的にそんな雰囲気です

けれども、この辺り説明できますか、根拠というか。  

〇福祉政策課長  今回は、７月 30日、第５波の上っていくタイミングで知事からあ

ったということで、早急に始めなきゃいけないということが狙いとしてはありまし

た。実績として、一方で先ほど申し上げたとおり、市の職員がなかなか関与できる

という状況ではないということで、包括的な委託業者になるということを前提に考

えたというところでございます。その中で、今回お願いしている業者さんにつきま

しては、他自治体で実績のある業者さんということでございます。当然生活を丸抱

えするような制度でございますので、医療もございますし、食事の部分だったりと

か、安心安全だったりとか、警備の話だったりとか、清掃、消毒と多岐に渡るよう

な業務を包括的に管理をしなければなりませんので、そういったもので実績あるよ

うな業者さんを選んだということでございます。そういった形の中で、今回委託費

につきましてはおよそ７割が人件費となるんですけれども、後発だという話と、あ

とは至急確保しなければならなかったというようなことがあって、単価としては、

少し比較的高い価格でお願いをせざるを得なかったというところがありますけれど

も、事業の緊急性ということを鑑みて、こういった価格でお願いをしたということ

でございます。以上になります。  

〇後藤  実績ある会社というふうに今答弁ありましたけど、実績ある会社、コロナ

が始まって１年と七、八か月ですか、その中で実績というのはどういうことなんで

しょう。  

〇福祉政策課長  今回お願いしておりますのは、東武トップツアーズさんという会

社に包括委託をお願しております。東武トップツアーズさんにつきましては、埼玉

県ですとか、あとは長野県、群馬県で宿泊療養事業をやっておりまして、そういっ

た意味でも近県で包括的な体制でやっているという実績がありまして、なるべく早

く開所しなければならないという事情がありましたので、この事業者さんにお願い

をしたということでございます。以上です。  

〇後藤  実績あるって、ちょっと判断、なかなかはっきりとはできないんですけど

も、何社比較検討したんですか、入札なのか、見積り合わせなのか。  

〇福祉政策課長  具体的に３社の検討をいたしました。その中で見積りまで取った

事業者さんもございます。最終的にはお話を聞いて、すぐ実施できそうな東武トッ

プツアーズさんにお願いしたというような経緯がございます。以上です。  

〇後藤  先ほど浜田委員から広島県の状況だとか、あと今課長から埼玉で実績があ

るとかということでしたけども、これ非常事態で、なかなかコロナの業務に従事し

たい、なるべくだったらしたくないという中で、人を集めるのは大変だったという
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のはよく分かるんですけども、なかなか時給に割り返すと１万円を超えているとか、

ちょっと理解を得がたい金額になっていますが、これは非常事態であるということ

と、それからやりたがらない、従事したくない、なるべくだったら。そういう業務

であること、そんなこともあるんだけど、結局基準がぐちゃぐちゃになっちゃって

いるんで、他市とか他県の状況が分かれば納得感が得られやすいと思うんですけど、

その辺りどうですか。  

〇福祉政策課長  まず、医療従事者とその他で少し分けて御説明したいと思うんで

すけども、医療従事者につきましては、国の基準で単価が決まっております。ただ、

それをどこの自治体さんも守れないというようなことで、実質的に価格としては上

がってきていると、どんどん上がってきているというような現状ございまして、今

回はさらに後発なので、近隣自治体と比べても少し高いというような現状でござい

ますけども、この額を御提示させていただいたということでございます。それから、

生活支援とか統括班につきましては、先ほど埼玉県の、東武トップツアーズさんの

埼玉県の例を申し上げましたけれども、それは同額でやっているいうふうに聞いて

おりますので、そこの辺は他自治体と並んでいるというふうには思っております。

以上です。  

〇後藤  その後発だからかなり上がったという部分は大きいんですか。先発の辺り

との数字の比較というのはしているんですか。  

〇福祉政策課長  例えば千葉県の実施している日程で申し上げますと、日勤が３万

1,900円ということで、半分ぐらいになっているわけですけれども、これが当然もっ

と前にやって、１年以上前に始めていると、県は始めているということでございま

す。自前で確保できているような自治体さんもございますので、職員を充てている

というような自治体さんもございますが、最近の例でいうと、やっぱりこれくらい

の価格で、ただ御本人に入るのは６割から７割ということで、１万円という、時給

換算で割り返すと１万円と先ほど申し上げましたけれども、それの６割から７割程

度、これが御本人に入るというような形で聞いております。以上です。  

〇後藤  １万円の６割、７割、仮に 6,000円の手取りだとすると、私の感覚で言うと

３倍近いですよね。市中の看護師さんの。この辺りの説明はきちっとしていただか

ないと、なかなか難しいかなと思います。それから、最後になりますが、今回様々

なスタッフがこの事業に従事しますけども、一番高いと思われるのが看護師さんで

すよね。看護師なんですけども、それと比較として警備員の単価が高いんじゃない

かというようなことが、我が会派の中でもあります。この辺り説明できますか。  

〇福祉政策課長  今回お示しをしております単価につきまして、日勤でいうと、例

えば警備員さん８万 8,480円という単価になっております。これのちょっと、そうい

う意味では表記の仕方が少しまずかったのかもしれませんが、今回実施しているル

ートインさんが、３つ入り口があります。正面と裏口と非常口で３つ、３か所あっ

て、３ポストこの単価でやるということになっています。警備員さん、通常は交代

もありますし、待機していただいて、ローテーションでやっていただくというのが

通常になりまして、６人でローテーションするということと、あとはお休みが急に
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発生した場合とか、本部からその人数で対応できない場合に駆けつけるというよう

なこともあり得るわけですけども、その本部待機料というのもあります。それを８

万 8,480円掛ける３ポスト分の費用の中で、６人分と本部待機料を賄うというような

考え方でやっていますので、時給換算でいうと 3,000円ぐらいということで見込んで

おります。以上です。  

〇後藤  分かりました。私からは以上です。  

〇委員長  ここで換気のため、ちょっと暫時休憩をさせていただきたいと思います。 

              午後  １時３０分休憩  

                  〇            

              午後  １時３５分開議  

〇委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  

〇矢澤  それではお願いします。まず、この補正予算の全体についてなんですけど

も、今日市長、副市長いないんで、ちょっと代表して保健所長に伺いたいんでけど

も、今回のこの新型コロナ対策費というのは、別に保健所関係だけじゃないですけ

ども、今回の補正予算２つ、 23と 29とあるんですけども、副市長は、これが本会議

で保健所はこの８月には崩壊寸前の危機的状況だったというお話をされました。今

回の補正予算というのは、コロナの第５波、これ災害時のやっぱり対応が求められ

ていたというふうな判断の下で出された、そういう内容のものかどうかということ

を伺います。  

〇保健所長  こうした問題については、今取り得るべき事業について、これはぜひ

ぜひやりたいということで追加させていただいたものでございます。よろしくお願

いします。  

〇矢澤  ちょっとはっきり聞き取れなかったところあるんだけども、災害時対応と

か必要だったというふうな認識はありますか。  

〇保健所長  患者さんが増えておるという状況で、これは至急取り組まなければな

らないという事業として提案したものでございます。  

〇矢澤  なかなか言葉がはっきり出てこないところがあれなんですけども、私たち

この補正、２つ出ている補正でも、やはりまだ足りないぐらいだというふうに思っ

ています。もっとしっかりやらなければ第６波を防げないと、また起こってしまう

というふうな認識の下に、この補正がもっともっと充実させなくちゃいけないなと

いうふうに思っています。その上でちょっと質問します。先ほどから論議があった

んですけども、この 29号の宿泊療養施設、これは私もそれぞれの単価見て、非常に

高いものだなというふうに感じました。それが先ほど説明があったというふうなこ

とで、同じ質問はしないんですけども、ここの会社、さっき東武トップツアーズと

いうふうにお話になりました。これって旅行会社であって、派遣会社ではないと思

うんですけども、これは旅行会社で、その社員が、旅行会社の社員が派遣されてく

るというふうに考えてよろしいですか。  

〇福祉政策課長  東武トップツアーズさんは、そういう意味ではノウハウの管理、

全体の管理をしています。その中で、医療従事者だったら医療従事者の集める会社
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さんとか、生活支援だったら生活支援の人を集める会社さんに再委託という形にな

ると思います。それで、埼玉県で実績があるという話もしましたけれども、今回や

っていらっしゃるチーム、医療従事者だったりとか、生活支援をやるような会社さ

んというのは、同じ会社さんが東武の支社で入っていますので、そういう意味でも

連続性があって、素早く対応できるということでお願いをしたという経緯がござい

ます。以上です。  

〇矢澤  そうしますと、これ東武トップツアーズという会社が、ま た別のところに

例えば依頼して人を出してもらうと、よく昨年も国の事業を委託した派遣会社が二

次派遣とか三次とかというふうにして、ある意味じゃ下請みたいな形で回すという

のもあったけど、そういうことにつながっちゃうようなことっていうのはあるんで

しょうか。私は、この東武トップツアーズという会社が、その中で抱えている人た

ちを派遣してくるんだというふうに思っていたんですけども、そうではないんでし

ょうか。  

〇福祉政策課長  東武トップツアーズさんは、おっしゃるとおり旅行会社が基本ベ

ースでありますので、旅行会社は生活をある意味、食事だったりとか、ホテルだっ

たりとか、そういったところに強いので、生活を組み立てるに当たって、そういう

ことをやっていらっしゃるということで、宿泊業自体を始めているんだろうという

ふうに思います。人の確保自体は先ほど申し上げたとおりで、それぞれ専門、医療

従事者を確保するような会社さんだったりとか、生活支援でレッドゾーンに入るよ

うな、立ち入るようなことをできる会社さんがそれぞれありますので、その確保を

それぞれしていただいて、必要な研修もしていただくというような形になっており

ます。以上です。  

〇矢澤  私が心配しているのは、結局単価高いとかというふうなことであって、そ

ういう中で、先ほどは働く人にどれくらい行っているかというようなことでいった

とき、６割、７割というふうに言いました。どれくらい働く人たちのところに行っ

ているのか、それからいわゆる上のほう、ぼんぼんはねちゃって、本当に働いてい

るところに、人に行かないのかなというふうなことが心配で、それが前から派遣で

も、再派遣だとかというにして、どんどんどんどん事実上、お金がどんどん増えて

いっちゃうというふうな、そういうふうなことが前あったんで、それを心配してい

るんだけども、この６割、７割が本人に行っているというふうなことは、どのよう

にして確認したんでしょうか。  

〇福祉政策課長  ６割、７割というのは、正確には確認ができておりません。その

上で二次派遣、三次派遣ということで、その会社さんがさらに派遣とかで人を補っ

ているということは今回はないというふうに聞いていますので、その会社さんが確

保した人数で、それ提示をして、条件を提示して、その会社さんが確保すると。そ

の上で東武の下に入 るというような仕組 みで今回は実施させ ていただいておりま

す。以上です。  

〇矢澤  このコロナの関係、患者さんに対応しているのはいろんな人がいます。市

立病院でも対応していますけども、市立病院で患者さんを受入れて対応している医



- 10 - 

 

師とか看護師さん、これの特別手当というのか、業務手当とか、そういうふうなこ

とについては、これどれくらいやるか、今分かりますか。  

〇保健福祉部理事  具体的な手当の金額についてはちょっと把握はしておりません

けども、コロナに対応した看護師であるとか、医師に対しては一定の手当を支給し

ているということは聞いております。以上です。  

〇矢澤  一定の手当というぐらいの金額だと思うんですよね。ですから、そういう

ふうに考えると、これの金額というのが、はっきり言って非常に高いというふうな

ことは否定できないと思うし、それに対して、まず本人がどこまでこれが受け取れ

ているのかということについても、これはさっき６割、７割って言ったけども、き

ちんとこれつかんだ上でやっていかないと、市民に対して説明がつかなくなってし

まうと。市立病院で頑張っている人たちはこれだけだけども、あそこで、ホテルで

やって対応した人これだけだということの理由がきちんと示されないといけないと

いうふうに思うんです。これは、先ほど浜田委員からもあったんだけど、警備員と

いうのは、私も調べたら、厚労省の対象の事業の中には載ってこなかったんですけ

ども、これは警備員入れても、これ補助対象にはなるんでしょうか。  

〇福祉政策課長  対象になるというふうに県にも確認しております。  

〇矢澤  分かりました。それから、先ほどの東武トップツアーズという会社が実績

があってというふうなことで、他の３社で見積もって、その中で選んだということ

なんですけども、私聞いた後、ちょっといろいろ調べてみたんだけども、なかなか

旅行以外にやっていることというのがはっきりしませんでした。ネット上の百科事

典のウィキペディアというふうなところでは、これは東京都墨田区に本社があると

いうふうなことなんですが、その中で労働契約を巡って組合と対立をすると。その

組合に対しては賞与を支給しないとか、差別をしたとか、脱退工作を行ったという

ふうな労働争議があって、労働委員会から和解の勧告もしたけども、それも拒否し

たと。最終的には和解したみたいですけども、そういうふうなことが行われたり、

2009年には岡山市の市立の中学校の修学旅行において、違法なカルテル結んだとい

うことで公正取引委員会の立入調査を受けたと、排除措置命令も受けたというよう

なことなんかが出てるんですけど、その辺の信頼性というのはどのように考えてい

ますか。  

〇福祉政策課長  会社のそのものの信頼性というよりは、事業の実施のノウハウと

いうのが当然、まずは事業実施するに当たって必要だというふうに思っています。

そういった意味で、なかなかそういう、この事業をお任せできる会社さんというの

かそんなに多くなかったというのが、まず一つあります。その上で、例えば労働協

約違反で和解の勧告出ているという話もありましたが、そういうトラブル、労働関

係トラブルが起きないように確認はしていきたいというふうには思います。以上で

す。  

〇矢澤  とにかくいろんな事業、今本当にやらなくちゃいけないけども、やはり金

額とか、その辺についてはきちんと市民に説明できるような対応しなければいけな

いというふうに思っています。 23号の新型コロナウイルスワクチン予防接種事業、
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コールセンターの事業増強の問題について伺います。これまでコールセンターへの

問合せ、どんな内容が多かったか、お示しください。  

〇健康増進課長  ６月、７月、８月で比較しますと、６月は接種券の発送時期です

とか接種券に関するお問い合わせが多くて、７月、８月になりまして、予約のお電

話、それから予約に関することということで増えてきております。以上です。  

〇矢澤  予約のこと、今出ましたけども、私たちのところにはなかなか予約取れな

いと、連絡つかないというふうな、コールセンターへの電話つながらないというふ

うなこと、そういう連絡が私たちのところにも入っています。問合せ件数というの

は数字出ているかどうか分かんないですけども、どれくらいこれまで対応できてき

たというふうに判断していますか。  

〇健康増進課長  ６月、７月、８月ということで比較してみましても、大体８割以

上、 85％くらいは応答できているということになっております。ただ、時間帯によ

ってどうしても応答率が下がるところがございまして、予約の開始時間である 12時、

その 12時から１時台ということでは、７割くらいしか受電できていないというよう

な状況でございます。以上です。  

〇矢澤  ７割対応できていると言ったのはちょっと驚きなんですけども、なかなか

ちょっと声を聞くと、なかなかそこまでいってなかったんじゃないかというふうに

心配したんですけども、一応じゃそれだけは対応できているというふうなことで。

この対応の中で、市民の方が一番聞きたいというのは、よくワクチンはどこで受け

られるのかというようなことを聞きたいというふうに言っている、そこはなかなか

分からないと、ホームページ出ているのはほんの一部しかないというふうなことで

相談も受けるんですけども、このどこでワクチンを受けられるのかということにつ

いての相談に対応できるんですか。  

〇健康増進課長  どこで受けられるかということに関しましては、その時期でお答

えする内容というのは違ってきていると思うんですけれども、確かに７月はワクチ

ンがかなり少なかった状況ですので、受けられるところというのは絞られていたか

と思うんですが、８月になりまして、医療機関のほうにもワクチンが行き渡るよう

になりましたので、その辺ちょっとお住まいの地域等聞いて、丁寧にお答えするよ

うにしましたりですとか、あとは厚生労働省でつくっておりますコロナワクチンナ

ビというものを御案 内したりですとかと いうことで案内をす るようにしておりま

す。以上です。  

〇矢澤  そうすると、その人がどっかの、この地域に住んでいるとなったら、その

地域の、例えばお医者さんとか、診療所とかあるかもしれないけども、そういうと

ころの具体的な名前も示すことはできるということですか。  

〇健康増進課長  そのとおりでございます。  

〇矢澤  ぜひその辺を丁寧に示していっていただければと思います。委託先ですけ

れども、この事業、富士ソフトサービスビューロと聞いたんですけども、なぜここ

のところに委託するんですか。  

〇健康増進課長  このコロナウイルスワクチンの業務が始まりました１月に見積り
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合わせのほう実施しております。その際に、全国的に始まった事業ですけれども、

うちのほうで 15件に業者にお声をおかけしました。そのうちの９件が辞退をされま

して、６件が見積り合わせに参加いたしました。その６件のうちで、こちらの業者

に決まったということになります。以上です。  

〇矢澤  これ、これまでも業務やっていたと思うんですけども、これまで 20回線と

いうふうになっていました。これは業者は。  

〇健康増進課長  同じく富士ソフトサービスビューロ株式会社でございます。以上

です。  

〇矢澤  同じ会社を今回もまた指定したというふうになるんですけども、140回線増

やして 100人というふうなことで出ています。時給 4,000円掛ける８で、日給にする

と３万 2,000円というふうになるんですけども、これは前にやっていた業者引き継い

でいるわけですから、これは委託の費用はどうなっていますか。  

〇健康増進課長  今回変更契約ということで、変更内容に応じてさせていただいて

おります。この単価に関しましては、今回どこの自治体もお願いしているというよ

うなことがありまして、この業者に限らずですけれども、人の取り合いのような状

況になっていたというのがあります。今回変更契約だったので、何とか人を増やす

ことができたというような状況でございます。以上です。  

〇矢澤  前の時給は幾らだったんですか。  

〇健康増進課長  以前は 2,500円でした。  

〇矢澤  これもやっぱり値段上げざるを得なかったというのがあるかもしれないん

ですけれども、やはり先ほどの案件もそうなんですけれども、もし一人一人の働く

人に行くお金が明確になれば、もっとはっきりとすると思うんですけども、会社だ

けが潤って、そして働く人のところにはきちんと行かないというようなことには、

この前の議案も含めて、本当に考えていかなければいけないなというふうに思いま

す。次、ＧＩＧＡスクール環境整備の問題で伺います。ごめんなさい、その前に新

型コロナの感染症の医療費の公費負担の問題で伺います。このＰＣＲ検査及び抗原

定量検査の行政検査料の一部負担というふうなことなんですけども、検査数の問題

なんですが、１週間に最高 860名の新規感染者が出た週なんですけども、これ陽性率

19.4％というふうに出ていました。これ計算すると、大体 4,400から 500ぐらいの検

査なのかなというふうになると思います。これは７月、８月、９月の様子見ている

と、大体検査数というのは、陽性率で計算すると、大体 3,000後半から 4,000半ばぐ

らいの検査数になるんじゃないかなと思いますけども、検査数は大体それくらいだ

ったということでよろしいでしょうか。  

〇次長兼総務企画課長  はい、おっしゃるとおりでございます。一番多かったとき

が 4,500件、週当たり 4,500件程度だったかと思います。以上です。  

〇矢澤  これは検査、それこそそのときというのは、追いかけているというかな、

濃厚接触者が誰だったかという、それを調べていくのも保健所のマンパワーの問題

等あって大変だったということで、十分にいけなかったのかもしれませんが、この

4,500とか、その辺が柏の検査数としては、上限というか、そんなことない、柏とし
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て検査をする能力としてはどれくらいあるんですか。  

〇次長兼総務企画課長  まず、検査については、まず柏市保健所の衛生検査課がや

っている検査、これは１日マックスで 160件ほどというふうに捉えております。それ

以外に市内の医療機関が受ける、症状ある方の検査、これがございます。今柏市内

では、保健所がする検査よりも市内の医療機関が症状のある方等に対して行ってい

る検査のほうが、件数的には圧倒的に多うございます。受診される方に応じて検査

を行われているというふうに捉えておりまして、その件数が週当たり 4,500件が今の

ところちょっと一番多いというような状況でございます。以上です。  

〇矢澤  そうすると、大体この 4,500ちょっとが市内の１週間の検査能力というふう

に考えちゃってよろしいんでしょうか。  

〇次長兼総務企画課長  これがちょっと上限なのかどうか、ちょっと分かりかねま

す。といいますのは、各医療機関を恐らく受診の時間があって、例えば１日３時間

だったら３時間の中に何人の患者さん受けられるかとか、例えば患者さんがすごく

多ければ、この３時間を４時間に延ばしていらっしゃるかもしれないし、そういっ

た医療機関の受ける体制にもよるかと思いますので、これがちょっと現状のマック

スかどうかは、ちょっと分かりかねるところです。以上です。  

〇矢澤  今回ＰＣＲ検査雇用ということで２億 2,900万円出ているんですか、月平均

3,558万 3,000円、月平均で。そうすると検査数とすれば、これは１件の費用ってあ

ると思うんですけども、検査数としては何件くらいの内容になっていますでしょう

か。  

〇保健予防課専門監  こちらの数を出すに当たりまして、件数というよりは、実績

をベースに計算させていただいております。以上です。  

〇矢澤  それでは、この金額でどれくらいの件数ができる予算かと、そういう言い

方っていうのはできないんでしょうか。  

〇保健予防課専門監  こちらの金額の中には、入院医療費と検査数と、あと審査支

払手数料とか含まれているんですけれども、入院医療費に関してはかなり差が大き

くありますので、ちょっと件数と、１人に対して幾らという形が出しにくいので、

件数としてはちょっと難しい状況です。検査のほうに関しましても、抗原とＰＣＲ

については金額も違うのと、あと御本人様の自己負担分を払いますので、そちらも

御本人様の３割負担、２割負担、１割負担という方がいらっしゃいますので、一概

に何件なので幾らという形では計算しておりません。以上です。  

〇矢澤  本当検査が充実されていくということが必要だと思います。これはもっと

広がって、検査が広がって、この陽性者も減っていくというのが、市民の安全もそ

うだし、安心につながっていくんじゃないかと思います。学校でもやっぱり子供た

ちが今すごく心配して、学校に登校を自粛しているということも聞いています。小

中学校で登校を控えたり、給食を食べずに下校するという子供、先週はどれくらい

の状況だったんですか。  

〇指導課長  先週、14日の記録ですけれども、自粛は 1,068名、給食を食べない子は

1,814名となっております。以上です。  
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〇矢澤  事前に聞いたのと少し違うんだけども、これは数字の違いというのは、私

はもっと多く、その週は 1,200以上の児童生徒が登校控えている、小中学校合わせて。

給食も 2,700名以上の子供が給食食べずに帰っているという報告を受けているんで

すけども、この数字の違いは。いいですよ。分からなかったら。  

〇指導課長  失礼しました。今の小学校の数字で、中学校が自粛は 214名ですので、

約 1,200、 1,300近い数字になります。自粛について、給食を食べないという子に関

しても、中学校は 913ですので 2,700ぐらいとなっております。以上です。  

〇矢澤  そうすると、4,000名を超えるきっと子供たちが、実際には学校に来れない

とか、給食を食べずにという心配しているわけです、感染を。これは子供たちの中

でいうと、小中学校の一二、三％になるんじゃないかと思うんですけども、実際心

配でも給食もちろん食べるし、心配しながらも学校へ来ているという子供たちいる

と思うんですよ。 12歳未満のワクチンの接種、対象になっていないし、その子供た

ちは本当に保護者も心配していると思うんですね。やっぱり感染の不安を減らすに

は、検査徹底しなくちゃいけないし、症状がなければ有効ではないというふうに言

うんですけども、例えば抗原検査のキットを家庭に配布して、体調に変化があった

らすぐ検査してもらうような、そういうふうな取組、またそれをＰＣＲ検査に回し

ていくという、そういうことというのが必要だと思うんですけども、そういうとこ

ろの議論というのは、この補正予算を組むときなんかには、子供に関してというこ

とで、こういう議論はなかったんでしょうか。  

〇学校保健課長  抗原検査につきましては、様々な国の通知が行ったときに、今後

小中学校にも簡易キットが配布されるという見通しがありましたことから、委員会

内でもそういった抗原がどんなものかということを確認し、共有したところです。

その共有した結果なんですけれども、先に高等学校が希望配布した事例から確認し

た中では、今矢澤委員おっしゃったように、その測定から有症状者への使用が進め

られておりまして、無症状者への確定診断であったり、濃厚接触者への検査に用い

ることは推奨されないと、そういう通知がありましたことから、特段これを活用す

るという判断には至っていなかったということなります。以上です。  

〇委員長  矢澤委員、まだ質問、質疑ございますよね。  

〇矢澤  この問題あと一言だけで。  

〇委員長  じゃ、どうぞ。  

〇矢澤  やっぱり新規感染者数が減ってきた今だからこそ、やっぱり広く検査を行

うという、それが第６波を起こさないようにすることだと思うんで、そういう戦略

をきちんと持つべきだというふうに思います。次の質問、まだあるんですけども。  

〇委員長  ちょっと時間、 30分過ぎていますので、一度休憩入れさせて、今の答弁

は。  

〇矢澤  これはいいです。  

〇委員長  大丈夫ですか。（「はい」と呼ぶ者あり）じゃ、ここで換気のため暫時

休憩いたします。  

              午後  ２時  ３分休憩  
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                  〇            

              午後  ２時  ８分開議  

〇委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  

〇矢澤  それでは、ＧＩＧＡスクール環境整備のことで質問します。このタブレッ

トというのは、今、先ほど言いましたけども、登校できていない児童生徒もいる中

で、そういう登校できていない児童生徒の対応にも活用されているんでしょうか。  

〇指導課長  １学期に接続確認をした後、夏休みに配布していますので、活用をし

ております。以上です。  

〇矢澤  分かりました。あと、午前中授業ということで、それも今月いっぱい延び

ているんですけども、午後の子供たちの学習とか生活への対応としても活用はされ

ているんでしょうか。  

〇指導課長  活用されております。オンラインで授業をしたり、宿題の確認や学級

会、帰りの会等を行っております。以上です。  

〇矢澤  ただ、これはちょっと聞くところによると、学校によって差もあるという

ふうなことを伺っているんですけども、その辺のところはどうですか。  

〇指導課長  おっしゃるとおり、各学校によって取り組み方は多少違いますけれど

も、おおむね活用して行っております。以上です。  

〇矢澤  例えば午後帰ってしまって、午後の対応ってなったりすると、今回も急に

30日まで延長しますよということになったことによって、家庭で子供を見なくちゃ

いけないときに、お仕事の関係で困ったという声も聞いているんです。保護者がい

るとかいないとか、家庭のネット環境があるとかないとか、その他の家庭事情、あ

とは率直に言って子供によっても活用できるできないの個人差というのがあると思

うんですけども、そういうふうなことについての対応はどのように行っているんで

すか。  

〇指導課長  まず、ネットに関しましては、支援家庭におきましてはルーターを貸

し出しております。どうしても、それでも支援家庭以外でつながらないという御家

庭に対しては、学校に来ていただいてやるという方法も一つ用意しております。子

供の活用の個人差については、学校で必ず指導をして、家庭でも同じようにやるよ

うにということは指導しております。家庭の協力は必要ではありますけれども、こ

れから家庭と学校と連携して活用していくという方向でおります。以上です。  

〇矢澤  私も分かるんですけども、実際そうやって言葉で言うほど、学校現場も家

庭の中も、そううまくなかなかすんなりといかないというふうには分かるんですけ

ども、本当に一人一人とか、一件一件の家庭も状況は違うので、今のような状況で

大変かとは思うんですけども、丁寧に、やっぱり子供たちへの対応していっていた

だければと思います。それで、学校現場から全体で、学校全体でそれを使うとつな

がらなくなっちゃうとか、つながりにくくなっちゃうとかいうふうなことで、利用

に制限かけなくちゃいけないところがあるというふうに聞いたんです。これ市内全

部かどうかというの分かんないんですけども、実際こういうふうに、今のように使

う頻度が高いとか、あるいは学校全体で使わなくちゃいけないというときに、つな
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がりにくくなるとか、つながらないというその実態、今どのようになっていますか。 

〇指導課統括リーダー  委員御指摘のとおり、一部時間帯とか曜日によりまして、

つながりにくいという状況が出ていたことは事実でございます。これを受けまして、

私どものほうでは、この連休を使いまして若干改善を行っておりまして、今日改善

を行った状況見ている限りでは、以前よりつながりやすくなっているという状況で

ございます。今後とも常時監視をしながら改善に努めてまいりたいと思っておりま

す。以上です。  

〇矢澤  この連休の中で、保護者の方から学校からの連絡とかという中で、そうい

うふうなつながりにくいとか、制限かけなくちゃいけないという連絡があったとい

うことを伺ったんで、ぜひこの今お話あったみたいに、改善のところは早急に進め

ていただきたいと思います。ただ、これまでに、今のこともそうなんですけども、

いろんなところに目向けなくちゃいけないというふうなことを考えると、もうオン

ラインそのものが、教員にとってみれば初めてのことという人が多いような感じと

思うんですけども、やっぱりこれ対応する教員の研修とか、そういうことを支援す

る、また具体的にやることも、やっぱり人材派遣をするということをしないと、や

っぱり対応できないところがあるんじゃないかと思うんですけども、その辺の、い

わゆる教員の勤務の問題、あと新たにやらなくちゃいけない問題、それから市の必

要な人材の配置というふうな、その辺のところではどうですか。  

〇指導課長  勤務の問題ですけれども、最初、当初はなかなか戸惑い、進まないと

ころも実際ありましたけれども、一旦やり始めると、かなり進むようになりまして、

教材研究が効率的になったり、時間ができるようになったりということで、退勤時

間が前より早くなったという声も聞いております。もう一点目は、配置ですけれど

も、ＩＴ支援員が週に１度、１日、それからＧＩＧＡサポーターが週に１日配置さ

れております。授業支援を行ったり、環境整備を行っております。もう一点目は、

すみません、失礼しました。もう一点目は……すみません。  

〇委員長  矢澤委員、もう一度お願いします。  

〇矢澤  今のところ分かりました。それで、教員の勤務はそれほど、逆にきっと今

いろんなことができないことによって、かえってそれが時間的には厳しくないこと

というのがあるのかもしれません。でも、新しいことがどんどん入ってくる、それ

に対する支援とか、やっぱり午後、例えば授業ないにしても、先ほど言ったように

オンラインで子供たちへと対応するとか、あとそのための準備するとか、正直言っ

て私オンラインで授業なんて、私も現場にいたけど、そんなやったことないんです

けども、普通に考えたら、教室に子供がいれば、それは全部が見れるからいいです

よね。黒板の活用だってそうです。ところが、オンラインで見ている子供は、先生

の顔しか見えないとか、その一部しか見えないような状況でやるわけですから、そ

れで本当にどうやって分かってもらえるようにするかって、本当に大変な工夫も努

力も必要だと思うんです。それやっても全部にはならないというふうなことで大変

だと思うんです。教員は。９月１日付の教員の未配置の資料頂きました。今でも、

それこそ産休とか療養休暇で代わりの先生が来ていないとか、もともと配置されて
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いないとかというのがあって、その中で今の状況なんですけども、本当に教員の健

康とか、あと子供たちへの学習保障の、その取組の中で先生たちは、本当に一般的

な言い方かもしれないけども、どんな状況でやっているのか、分かっていることが

あったらお示しください。  

〇教職員課長  まず、委員御指摘のとおり、今代替講師の未配置については、小中

学校合わせて 25名、まだ未配置状態となっております。特に教務主任が学級担任を

兼務、また専科教員が学級担任の代替を行うなど、各学校で工夫して対応している

のが現状となっております。今後も代替講師を発掘するために、元教員経験者、講

師経験のある人材の洗い出しを進めたり、また近隣の学校、大学から情報を収集し

たり、講師発掘には努めていくとともに、県教委にも強く講師の配置について要望

してまいりたいというふうに考えております。以上です。  

〇矢澤  コロナの大変な中に 25人も未配置があるということなんで、それについて

は別途解決しなくちゃいけないところもありますけども、ぜひ頑張っていただきた

いと思います。あと、 10月以降どうなるか分からないんですけども、この学習範囲

を柔軟にしないと、それこそ今午後はできないだとか、オンラインで授業で、これ

までと同じような形ではできないとかというような形でやっている中で、学習内容

を柔軟にしていかないと、分からないままどんどん進んでいっちゃうという、そう

いう心配があるんですけども、その辺はどのように対応していますか。  

〇指導課長  10月以降については、柏市の感染状況及び国、県の動向から判断して

まいります。学習範囲については、授業時数は９月に減ったものの、行事等に係る

時数を強化学習の指導に充てることができ、現時点では大きな影響はございません

が、特に中３、小６については、児童の学習に不利がないように、学習指導を丁寧

に行っていく所存です。以上です。  

〇矢澤  先ほどそちらからも今言われたように、高校入試とかありますので、その

辺のところについてはどういうふうに対応するのかというようなことは、これを柏

市だけじゃなくって、県全体とか、いろんなところで考えなくちゃいけないところ

が出てくると思うんで、子供たちが、ある子は別に不利にならないけど、ある子は

不利になっちゃうとかというふうなこともあるんで、その辺も含めて不利になるよ

うな状況にならないように考えていっていただきたいと思います。次に、町田の小

学校で、小学校６年生の女子児童がタブレット端末のチャット機能がいじめに使わ

れたというふうに報道されています。それで自殺なさったというふうなとこなんで

すけども、柏市はこのチャット機能というのは使っているんですか。  

〇指導課長  柏市の現状といたしましては、Ｇメール、グーグルチャットは４月の

開始時より止めております。友達同士のメール等のやりとりはできないようになっ

ております。以上です。  

〇矢澤  分かりました。パスワードとかＩＤの問題も報道では問題になっています。

パスワード、ＩＤの管理というのはどのようになっているでしょうか。  

〇指導課長  個人のパスワードに関しましては、乱数によるパスワードを設定し、

同じものは使用しておりませんので、なりすましのようなことはできないようにな
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っております。基本的には個人で管理をする、小学校の低学年等については担任が

管理するというような形を取っております。  

〇矢澤  分かりました。タブレット利用した中でのトラブルというのは、これまで

なかったんでしょうか。  

〇指導課長  今まで２件はございました。いじめというか、トラブル的なもので２

件あったのは事実でございます。以上です。  

〇矢澤  それは、今ちょっと言いかけたところありますけど、いじめとか、そうい

うふうな形につながるようなものではなかったと考えてよろしいですか。  

〇指導課長  結果的には学校に対応してもらいまして、解決しております。以上で

す。  

〇矢澤  チャット機能は使っていないというふうなことですけれども、私もそんな

に詳しいわけじゃないんだけども、かえって、今子供たちのほうが多くその辺のい

ろんなことができるようになったりしているというのはあると思うんで、注意して、

活用が有効活用されるんならいいけども、そうでない問題が起きるようなふうにな

らないようにしていただきたいと思います。安心して子供たちが授業受けられるよ

うに、これはもう一つはやっぱり、先ほど言いましたように、来られない子供がい

るということもあるんで、検査の充実と、どんな事態でも対応できるような体制と

か、そのために学校とか教員への支援は、やっぱりこれまで以上に行っていただき

たいと思います。次に、修学旅行及び林間学校等の延期、または中止費用の支援に

ついて伺います。この学校の修学旅行、林間学校、主な行事の状況、資料頂きまし

た。これ学校によって規模変えて実施したりする学校もあるし、完全中止というふ

うにして、判断が違っているところがあるんですけども、この修学旅行や林間学校、

どんな基準でこれ判断しているんでしょうか。  

〇指導課長  今非常事態宣言、まん延防止についてはレベル３という状況で、そう

いう適用の場合には中止または延期という形にしております。以上です。  

〇矢澤  でも、中止または延期というこの判断の仕方なんですね。 地域からは、う

ちの学校は全部中止になって何もやってくれないっていう、これは保護者の率直な

声なんですけども、それでいて、いとこが行っているあっちの学校はこういう形で

やっているとか、学校で事情がいろいろ違うから一概には言えないんですけども、

この中止というふうにしている学校と検討中とか言っている学校があるんですけど

も、この辺はどのように判断して進めているんでしょうか。  

〇指導課長  それぞれの学校の規模、それから行き先等によって、その状況は変わ

ってきますので、その学校での判断になるかと思います。以上です。  

〇矢澤  児童生徒や保護者への説明というのがやっぱり大切だと思うんですね。だ

から、一概には言えない、最終的には学校の判断というのが、大きな基準はあった

としても、学校の判断というふうになると思うんですけども、保護者や子供たち、

特に保護者なんかは今集まるということがなかなかできないという状況の中で、理

解してもらうための 努力というのは難し いところは確かにあ ると思うんですけど

も、例えば中止にするとか、何かそういうふうにはっきりなったときに、また今後
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こういう方針だというふうに言ったりする、その説明というのはどうやって行われ

ているんでしょうか。  

〇指導課長  委員おっしゃるように、保護者会はなかなか開きづらい状況ですが、

何校かは緊急に開くということもございました。主にはメール、それから文書にて

意向をお伝えして御理解いただくというふうになっております。以上です。  

〇矢澤  ぜひ丁寧にやっていただきたいと思いますし、先生たちの意見も聞いて、

学校の中でしっかりと論議して進めていただきたいと。やっぱり２年連続というふ

うになっているところもあって、行事がどんどんできなくなっていくのに対して、

子供たちも本当につらい思いをしていると思うんですけども、健康というか、感染

のことについては、これはもう前提なんで、それはしっかりやりながらも、対策し

ながらも、やっぱりどういう形で実現できるのかという、どんな形だったらできる

のかという、その辺の検討をしっかりと進めていっていただければと思います。次、

通常事業の補正予算のウェルネス柏における非常用発電機の設置工事のことについ

て伺います。この発電機というのは、どこに設置するんでしょうか。  

〇総務企画課統括リーダー  設置につきましては、電源の部分は屋上でして、それ

の燃料については地下に埋設する予定となっております。以上です。  

〇矢澤  屋上というようなことでよかったなと思うんだけど、その燃料が地下とい

うのがちょっと気になったのは、ウェルネス柏というのは、いわゆるハザードマッ

プでいくと、浸水する地域に入っていると思うんですよ。洪水が例えば起こっても、

あそこ災害対策本部というふうになっているんで、その機能が本当に果たせるのか

と、そのために、いざというときにも使えるようにということでの設置のものなん

で、水つけちゃったら使えませんでとしたというふうにならないようにするために

は、地下に燃料というのもあるんですけども、これ大丈夫なんでしょうか。  

〇総務企画課統括リーダー  この工事計画において、ちゃんとその辺の事情も勘案

しておりまして、水損することなく発電機が稼働できるようにタンクのほうを埋設

する予定になっております。以上です。  

〇矢澤  本当に非常用の、非常のときの対策本部になっているんで、その辺のとこ

ろをしっかりとやっていただければと思います。以上です。  

〇武藤  じゃ、議案 23号からいきたいと思います。新型コロナウイルス対策の説明

資料のほうでは、（Ａ）の障害者施設事業所等の業務継続計画策定支援ということ

なんですけど、新型コロナウイルスを含む感染症対策、災害時の計画を作成すると

いうことがこのＢＣＰということでいいんですね。  

〇次長兼障害福祉課長  この事業なんですが、市内の障害福祉サービス事業所を対

象に、市の委託の専門業者により、既に感染症に関するＢＣＰの基礎健診のほうは

実施しておりますので、今回は感染症に関わるＢＣＰ業務継続計画の策定等に関す

る個別相談会をズーム等の方法で実施するものとなっております。以上です。  

〇武藤  これ１か所ずつということじゃなくて、２つか３つ事業所一緒にというこ

とは考えなかったですか。  

〇次長兼障害福祉課長  こちらのほうなんですが、ズームによるものですので、１
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日当たり幾つかということで数字のほう出しまして、都合に応じて業者のほうで個

別対応するような形になっております。以上です。  

〇武藤  福祉事業所というのは、柏市内何か所ありますか。  

〇次長兼障害福祉課長  建物的なものでいうと、約 300ぐらいございます。以上です。 

〇武藤  毎年 80か所ずつ行うということですか。  

〇次長兼障害福祉課長  今回は、現在の策定できているところが 25事業所ぐらいし

かございませんので、全体の 30％ぐらい増やすというような見込みで、 80というよ

うな数字を出しているところでございます。以上です。  

〇武藤  ほかの事業所については、もう行わないということなんですか。  

〇次長兼障害福祉課長  ３年間で、今回の３年ごとの報酬改定の中で、３年間で経

過措置があるんですが、義務づけられておりますので、当面 30％、それ以上目的が

ありますので、今後もできればやっていきたいと思っております。以上です。  

〇武藤  ぜひやっていただきたいなと思います。関連なんですが、障害者の感染症

対策というのはどのようにされていますか。  

〇次長兼障害福祉課長  障害者の感染症対策でございますが、事業所のほうにマス

ク等の衛生用品を定期的に配布しているほか、入所施設等においては、陽性者、濃

厚接触者への支援を行った事業者に対して補助金の交付、あるいは入所系施設に従

事する職員に対する定期的なＰＣＲ検査の実施、あるいは病院でのワクチン接種が、

今回ちょっとやったばっかりなんですが、病院でのワクチン接種が困難な障害者、

障害者入所施設従事者、利用者へのワクチン接種を、障害者支援に精通したドクタ

ーの協力によりまして、幾つかの施設で集団接種を行う支援等の対策を講じたとこ

ろでございます。以上でございます。  

〇武藤  今後も新たな感染症などが流行する場合など、障害者のワクチン接種が速

やかに、安心して受けられるように、今回行ったような施設で障害者の方のワクチ

ン接種ができるように、今後も行っていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

〇次長兼障害福祉課長  状況に応じて、今回も保健所さんに協力していただいたん

ですが、保健所やドクターがいる障害の施設とかの協力とかを確認しながら、今後

とも配慮の必要な人について、できる限りのことはやっていきたいと考えておりま

す。以上です。  

〇武藤  続いて……  

〇委員長  ごめんなさい、ちょっとまた 30分たちましたので、ここで換気のため暫

時休憩したいと思います。  

              午後  ２時３２分休憩  

                  〇            

              午後  ２時３７分開議  

〇委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  

〇武藤  新型コロナウイルスワクチンの予防接種事業なんですけども、集団接種会

場に係る費用の内訳なんですが、クレスト柏と柏の葉コイルテラスの費用が違うの

は規模の違いだと思いますが、それぞれの医療従事者人数、需要費、役務費、集団
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予防接種の運営委託などを教えてください。  

〇健康増進課長  クレスト柏に関しましては、２レーンでやるということになって

おります。逆に柏の葉のコイルテラスのほうは５レーンということで考えておりま

す。その辺で規模が違うということにはなります。  

〇武藤  医療従事者とか人数。  

〇健康増進課長  すみません。医療従事者のほうは、医師が２名、看護師５名、医

療事務が３名ということで計上しております。そして、柏の葉のコイルのほうが医

師が５名、看護師９名、医療事務が６名ということで考えております。  

〇武藤  クレストホテルのほうが２レーンで、コイルテラスのほう が５レーンとい

うことなんですけども、これで大体何人ぐらいずつできるんでしょうか。  

〇健康増進課長  クレストホテルのほうが１日当たり 300人くらいということにな

ります。そして、コイルテラスのほうが 900人ぐらいということになっております。 

〇武藤  今後またこの集団接種の会場は増やす予定はありますか。  

〇健康増進課長  会場のほうは、この２か所ということになると思いますが、日数

のほうを増やすかどうか、現在検討しております。以上です。  

〇武藤  なるべく速やかに接種ができるようにお願いしたいと思います。あと、コ

ールセンターのことなんですけれども、 140回線で行うということで、今回 100人増

やすということなんですけど、 20回線あって 140だと、 120人増やすということには

ならないんでしょうか。  

〇健康増進課長  当初 20回線で行っておりました。それと、土日、祝日ということ

で 10回線ほど増やしまして、６月から 140回線になったということになります。こち

らのほうで、間がちょっと漏れています。申し訳ございません。  

〇武藤  そうすると、人数的には 120要らなくて、 100人で対応できているというこ

となんですか。  

〇健康増進課長  今回 100回線を増やしたということになりますけれども、 100回線

を 90人で対応しております。  

〇武藤  100回線を 90人で対応ということなんですけども、今ワクチンも潤沢に入っ

てきたところで、先ほどのお話ですと、医療機関なんかの御案内もこれから予約が

取れないけどとなったときにはお答えできるというようなことだったんですが、そ

うすると集団接種の予約が月曜日ということですよね、そうすると、そのときだけ

に集中して予約が来るのではないかと思うんですけど、そうすると、ほかの日にち

をそんなに 100人もいる必要があるんでしょうか。  

〇健康増進課長  確かに月曜日のお昼時間帯に集中するというのはございますが、

この時間帯で約７割ぐらいの受電率ということになりまして、ほかの時間も満遍な

く電話のほうは頂いているような状況です。  

〇武藤  ほかの日にちについても、予約の問合せとか、そういうのがあるというこ

とですか。  

〇健康増進課長  ほかの日に関しても、予約をしたいということももちろんそうで

すけれども、予約に関してのお問合せがあるということになります。  
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〇武藤  それから、これから予約システムを変えるというような答弁もあったと思

うんですけれども、一括して柏市が予約を受けるというシステムに変更するんでし

ょうか。  

〇健康増進課長  現在システムに関しては検討を進めております。こちらのほうで

は課題もございますし、医療関係にとってのデメリットというのもございますので、

現在検討を進めているところでございます。以上です。  

〇武藤  速やかなワクチン接種ができるように、情報提供や予約システムの改善を

ぜひ行ってほしいと思います。それから、相談窓口の件なんですけれど、人員を５

名から 10名ということなんですけれども、相談窓口というのはどこにあるんでしょ

うか、また相談内容などはどんなことなんでしょうか。  

〇健康増進課長  相談窓口のほうは、保健所と同じウェルネス柏にあります。相談

内容のほうは、接種券の再発行してほしいとか、予約に関してとか、幅広くいただ

いております。以上です。  

〇武藤  相談窓口の業務が、１日平均給与が 34万円で、コールセンターの平均時給

4,000円ですけれども、これ中間マージンというのは幾らかというのは分かります

か。  

〇健康増進課長  今回こちらのほうに平均 4,000円ということになっておりますけ

れども、こちらのほうはオペレーターの方と、あとは管理者の方と、看護師さんの

ような有資格の方ということで単価が違っておりまして、平均して 4,000円というこ

とで上げさせていただいております。  

〇武藤  先ほどからもありましたけれども、こういう時期でなかなか人件費が高く

なってくるということなんですけれども、こういう中間事業者が中間マージンを取

ってしまって、働く労働者になかなかそれなりのお金が行かないということのない

ように、ぜひ柏市としてもチェックをしていただきたいと思うんですが、どうです

か。  

〇健康増進課長  その辺はしていきたいと思います。  

〇武藤  新型コロナの感染症の医療費の公費負担なんですけれども、こちらは自己

負担を柏市が負担するということだと思うんですけれども、これの国の負担という

のはあるんでしょうか。  

〇保健予防課専門監  こちら行政検査で行うものになりますので、健康保険を適用

させまして、健康保険で賄う分と、あと一部自己負担、自己負担の分を公費で賄う

という形になっております。その分を柏市のほうで持っている形です。以上です。  

〇武藤  じゃ、自己負担分については、全部柏市が負担するということですか。  

〇保健予防課専門監  この検査に関しては、自己負担分を公費で持つという形にな

ります。  

〇武藤  検査については全部自己負担で、じゃ入院費とか、そういうのの自己負担

分というのはどうなんですか。  

〇保健予防課専門監  入院費に関しましては、基本公費になります。収入の多い方

に関しましては、税書類を出していただきまして、上限２万円の自己負担を頂くこ



- 23 - 

 

ともあるのですが、ほとんどの方は公費で、医療費に関しては全部持つ形になって

おります。以上です。  

〇武藤  あと、市内の医療機関等のＰＣＲ検査と検体の搬送についてなんですが、

当初予定していたのは市内の軽症者を県の療養ホテルへ移送するときの費用と伺っ

たんですが、県で移送を行うことで、その費用を検体の搬送に活用するということ

になったということなんですけど、この事業はどこの事業に外部委託しているんで

しょうか。また、体制はどうなっているんでしょうか。  

〇生活衛生課長  こちらのほう、事業者のほうはメディトランセという医療検体搬

送の業者に委託をしております。こちら１名が保健所のほうに常駐をしまして検体

搬送しているという体制を取っております。以上です。  

〇武藤  １名で対応しているということですか。  

〇生活衛生課長  １名につきましては、その事業者の中でローテーションを組んで

おりますけれども、常駐しているのは１名ということになります。以上です。  

〇武藤  通常事業のほうで、特定教育・保育施設等補助金なんですけれども、こち

らの幼稚園の認定を受けていない自主保育を行っている園というのは何か所あるん

でしょうか。  

〇次長兼保育運営課長  柏市に１園と、松戸市に１園が該当しております。  

〇武藤  対象が 10人ということなんですけれど、それで全てカバーできるんでしょ

うか。  

〇次長兼保育運営課長  今現在４月１日時点で、その松戸市の施設については２人、

柏市の施設については８人ということで、実際の数になっておりますが、年度途中

に保育が必要ということで、その認定を受ける場合がありますので、これ月によっ

て変動いたしますので、今のところは 10名で足りるんじゃないかというふうに考え

ております。以上です。  

〇武藤  じゃ、増えた方にも一応対象にしていくということですか。  

〇次長兼保育運営課長  対象にしてまいります。以上です。  

〇武藤  漏れのないように徹底して行っていただきたいと思います。あと、不育症

の検査費用の助成なんですけれども、妊娠しても流産を何度か繰り返してしまうな

ど、不育症の検査の助成については、これまで相談とか要望はあったんでしょうか。 

〇地域保健課長  私どもの窓口のほうでは特別はございません。以上です。  

〇武藤  一部助成が５万円ということなんですけれども、これは実際検査を受けよ

うとすると、どれぐらいかかるんでしょうか。  

〇地域保健課長  医療機関によって異なりますけれども、幾つかこちらのほうで調

べた状況ですと、４万円弱のところもありますし、７万円強のところもございまし

た。平均して５万円程度というふうに聞いております。以上です。  

〇武藤  予算としては５件見込んでいるんですけれども、５件という見込みの根拠

というのは何かありますか。  

〇地域保健課長  一応こちらのほうは、他市からの聞き取りを参考にして、年間５

件というふうに見込んでおります。以上です。  
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〇武藤  必要な方がぜひ利用できるようにしていただきたいと思います。続いて、

特定不妊治療費用の助成なんですけれども、不妊治療の問題で、これまで市や関連

機関に相談はどのくらいあるんでしょうか。  

〇地域保健課長  昨年度までは、大体年間 480から 500弱程度ぐらいございました。

以上です。  

〇 武 藤  国 の 助 成 金 額 は 30万 に な っ て い る ん で す け れ ど も 、 市 の 資 料 で は 25万

1,000円になっているんですが、これはなぜですか。  

〇地域保健課長  一応特定不妊治療事業の拡充ということで、昨年度の１月１日以

降に終了した治療の方から、いろいろな制限のほうが結構撤廃されまして、拡充を

されました。例えば今までは夫婦合算の所得が 730万円未満だったものが撤廃された

りですとか、あとは助成の回数も、生涯で年齢制限はございますが、通算６回まで

だったものが、１子の妊娠ごとに６回までですとか、助成額も今まで初回のみ 30万

円で、次の回数からは 15万円だったものが、１回 30万円に拡充されました。それと

今までは事実婚の方の治療は認められておりませんでしたが、事実婚の方も対象と

なり、拡充をされたため、このように補正のほうさせていただきました。以上です。 

〇武藤  国の助成金額 30万となっているので、市のほうでは 25万 1,000円となってた

んですけど、それは平均で大体これぐらいの助成になるんじゃないかというような

ことでしているんでしょうか。  

〇地域保健課長  治療対象になる治療の方法が何種類かございまして、それに、そ

の治療の方法によって助成の金額が異なりまして、それの平均が 25万 1,000円という

ことになります。以上です。  

〇武藤  じゃ、マックスでは 30万助成されるということでいいんですか。  

〇地域保健課長  委員のおっしゃるとおりです。以上です。  

〇武藤  日本産婦人科学会の調査では、平均で１回 43万から 58万円、最低 20万から、

多いところでは 100万円程度かかると言われています。助成の申請は一旦医療費を負

担してから償還払いになるということなんですが、そうですか。  

〇地域保健課長  そのとおりです。以上です。  

〇武藤  高額な費用を一旦払うということができないので、諦めてしまうという方

もいるんでないでしょうか。どうですか。  

〇地域保健課長  もしかしていらっしゃるかもしれません。  

〇武藤  港区では、特定不妊治療助成として、通算５年まで１年当たり 30万円の上

乗せがあります。男性不妊治療についても、１年当たり 15万円を上限の助成を上乗

せして助成しています。柏市でも上乗せの検討というのをされたんでしょうか。  

〇地域保健課長  おおよそ県の基準と同様に検討しております。以上です。  

〇武藤  ぜひ柏市でも上乗せの検討していただきたいと思います。それと、今回コ

ロナの感染拡大防止の観点で、年齢要件の特例ですとか、コロナの影響で令和２年

の所得が大幅に減っている場合の特例というのがあるんですけど、これは柏市でも

適用されますか。  

〇地域保健課長  それは、国の基準に応じて緩和しております。以上です。  
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〇武藤  補正予算の議案 29号のほうなんですけれども、新型コロナウイルスの感染

症の宿泊療養事業なんですが、先ほどから大分質問出ていますので、確認なんです

けれども、これは看護師とか、生活班とか、警備員の方とかも含めて、まとめて業

務委託で一括して行うんでしょうか。そしてまた、その中でそれぞれの単価が変更

になるということもあり得るんでしょうか。  

〇福祉政策課長  医師につきましては、医師会さんと別途お話することになると思

いますけども、それ以外につきましては今おっしゃったものについては一括契約と

いう形になります。単価については、特に変更する予定はありません。以上です。  

〇武藤  病院では看護師さんの退職が後を絶たないと聞いています。医療機関への

支援というのはないんでしょうか。  

〇保健福祉部長  医療機関への支援ということは、議会でもお話しさせていただい

ていますけども、基本広域的に実施がなされるものですので、現状国なり県なりで

実施しておりますので、現時点では柏市で実施する考えはありません。以上です。  

〇武藤  このように今まで病院で看護師さんが働いていて、大変な中でお給料も上

がらないという中で、やっぱりこういう単発的な、今人手不足なので、看護師さん

の時給とかが非常に跳ね上がっているということで、そちらのほうに退職して移っ

てしまうというような看護師さんもいるということなので、ぜひそういう病院の運

営が、またこれからそうなると大変になりますので、そういうようなこともぜひ検

討していただきたいと思います。今回入札は行われなかったんでしょうか。  

〇福祉政策課長  今回は、随意契約で行っております。以上です。  

〇武藤  契約のほうは、まだ契約課のほうは来ていないというお話あったんですけ

れども、それでできるんでしょうか。  

〇福祉政策課副参事  緊急の随意契約ということで実施しておりますので、担当課

扱いで実施しております。  

〇武藤  新型コロナウイルスの感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアルには、都道

府県において自治体の研修施設、公共的な施設、国の研修施設等確保困難な場合に

はホテル等の民間宿泊施設等を借り上げ等により実施とありますが、公共的な施設

として、県民プラザなどは検討されなかったんでしょうか。  

〇福祉政策課長  現状検討はしておりません。以上です。  

〇武藤  こういう時期ですから、どれだけお金かけてもというようなことがあるか

もしれないんですけれども、やはり市民の税金ですので、なるべく経費はかからな

いような形で進めていただきたいと思います。療養施設に入ってからなんですけれ

ども、閉鎖環境において、病院入院よりも他者との接触機会が少ないことから必要

な対応を検討するとしていますが、そういう検討はされていますか。  

〇福祉政策課長  すみません、何を検討されるか、もう一回お願いします。  

〇武藤  精神的なこととか閉鎖環境の中で、やっぱり人との交わりがなくなってい

くと、精神的に鬱になってしまったりとか、そういうようなこともあるんじゃない

かと思うので、そういう保健衛生的なというか、精神衛生的なところの協力という

か、そういうのはありますか。  
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〇福祉政策課長  すみません、失礼いたしました。それにつきましては、まさに最

大 10日ぐらい入ったままになってしまう仕組みになっていますので、まずメンタル

ヘルスの手引みたいなものを最初の段階で御案内をして、そこに県の相談センター

の窓口を載っけております。電話ができるようにということで、そういった形で一

定配慮するような形で運営させていただいております。以上です。  

〇武藤  ホテルを利用する方の要望として、お弁当が食べられない場合、具合が悪

くて固形物が喉を通らないとか、そういう方がいると思うんですけど、何かそうい

うおかゆとかゼリーとか、そういう流動食を用意するということはできませんか。  

〇福祉政策課長  当然発熱されておりますので、例えば商品名であれですけど、ウ

ィダーインゼリーとか、あとは春雨、カップ春雨みたいなものも実際ニーズがあり

ますので、常備して、お弁当を食べられない方については御相談しながらそういう

ものをお出ししているというのは現状やっております。以上になります。  

〇武藤  ホテルを利用される方の利用者負担というのはあるんですか。  

〇福祉政策課長  ありません。以上です。  

〇武藤  ホテル療養されていた方から、具合が悪くなると、やっぱりホテルにいて

も不安になるというようなことを伺いました。現状の悪化に伴い、病院への移送な

ど適切に対応できるようにしていただきたいと思います。以上です。  

〇委員長  ちょっとここでまた換気のため暫時休憩いたします。  

              午後  ３時休憩  

                  〇            

              午後  ３時  ５分開議  

〇委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  

〇小川  よろしくお願いします。新型コロナウイルスワクチン予防接種事業につい

てなんですけれども、コールセンターの質問、先ほどから出ていますけど、一つだ

け質問させていただきます。集団接種の予約の曜日が月曜日ということで、この月

曜日の１日ということでよろしかったでしょうか。  

〇健康増進課長  予約のほうは、通常の方は月曜日ということになりますが、基礎

疾患をお持ちの方と妊婦の方、同じく同居家族の方というのは火曜日になっており

ます。以上です。  

〇小川  ありがとうございます。シンプルにというか、月曜日に集中してしまうも

のを平均化できないものかなっていうふうにも、月曜日だけに集中しないほうが予

約が取りやすいんじゃないかなってシンプルに思うんですけれど、月曜日だけに集

中させないという考えというのはどうなのかなと思いまして、その辺をお聞きした

いのですが、いかがでしょうか。  

〇健康増進課長  現在月曜日で行っておりますけれども、大変申し訳ないんですが、

数分で埋まってしまうというような状況がありますので、広げるということは今の

ところありません。以上です。  

〇小川  ありがとうございます。今後ワクチンの供給ももっと潤沢にというか、供

給体制もできていると、かなり皆さんにも回ってきていると思うんですけれども、
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そうやって広がってくるとも思いますので、月曜日以外にも予約日を設けていただ

くような、そういう検討もしていただければと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。次行きます。同じ新型コロナウイルスワクチンなんですけれども、

妊婦さんの件、副市長からも一般質問の答弁でいただきましたが、里帰りの妊婦さ

んに関しての詳細というのは、決まったところというのはあるんでしょうか。  

〇健康増進課長  里帰りの妊婦さんにつきましては、市外の住所を有しているとい

うことで、こちらで準備することがございますので、今調整をしているところでご

ざいます。以上です。  

〇小川  ありがとうございます。また、まだ確定ではないかもしれないんですけど、

これから３回目のブースター接種もあるかもしれないって言われていて、医療従事

者とか、 65歳以上の高齢者という限定はあると思うんですけど、そこに妊婦の枠と

いうのはいかがでしょうか。  

〇健康増進課長  まだ３回目の接種に関しては、具体的なことが示されておりませ

んので、まだ未定となっております。以上です。  

〇小川  分かりました。ありがとうございます。続きまして、不育症、事業名が新

事業で、不育症検査費用の助成で、先ほども質問ございましたけれども、この不育

症の助成についての広報はどのようにされていますでしょうか。  

〇地域保健課長  広報のほうは、こちらの議会での補正のほうの承認が終わりまし

たら、一応 10月１日から施行する予定にしておりますので、それに併せて即ホーム

ページですとか、そういったものは皆様に周知のほうはしていく予定です。あと、

医療機関のほうにも周知をしていくつもりでおります。以上です。  

〇小川  ぜひ広く皆さんに知っていただければと思っておりますので、広報活動の

ほうも、さらなる広報活動よろしくお願いしたいと思います。不妊治療のほうも、

すみません。広報活動というか、広報どのようにしているか、お聞かせください。  

〇地域保健課長  こちらの不妊治療のほうも、一応ホームページですとか、そうい

ったホームページ、あと窓口、あとは皆さんが多く通われております柏市内の医療

機関等にも、チラシですか、説明に伺いまして、こちらの制度が皆さんきちんと対

象になる方が受けられるようにということで、周知のほう努めております。以上で

す。  

〇小川  ありがとうございます。以上です。  

〇末永  それでは、簡潔に申し上げます。今まで議論聞いていまして、皆さん方は、

コロナ対策をどういうふうにしたら食い止める、または共生社会にするためにコロ

ナと共に、ここまでは許容範囲だというような対策が感じられないんですよ。それ

ぞれが勝手にやっていて、上から来た予算でやっているだけにすぎないように見え

てならないんですよ。ですから、もうちょっと柏におけるコロナ対策をこういうふ

うにするんだということを、もうちょっときちんとやっていただきたいんです。ぜ

ひそういう立場でやらないと、何か国から来たから、それでやれよというだけです

よね。具体的にちょっと聞きますね、そこで。コールセンターは、何か 120用意して

いると言いましたね。おたくらがつかんでいる資料を寄せて見ますと、６月は１万
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5,308件ですよね。いろんな電話あったこと、相談含めてですよ。６月中のあったこ

とは何かといったら、接種券はいつ発行するんだという声が、相談がいっぱいある

んですよ。７月になったら３万 4,456件相談というのがあったんですね。その主なや

つは何かといったら、予約がいつだ、どこだというのが２万 4,000件、３万 4,000件

のうち２万 4,000件、これは何かといったら、全くそれが広報で明確に市民に伝わっ

ていない、なおかつやっている場所が限定されている、だから市民不安だからそこ

へ電話するんでしょう。そういう総括をしていないから、総括何もしないで次の段

階で国から来たから 100％出るから、国は救済措置で、旅行会社だとか、そういうと

ころやんなさいと。大手には指示出しているわけですよね、国は。大手は、ホテル

とかいろんなところを提供するところあった場合は、固定資産税だとか税金につい

ては免除するよとか、いろんなメニューを出しているんですよ。だから三井不動産

もただで貸しているんですよ。あるいはザ・クレストも安価で出してるんですよ、

物すごい安い金でワンフロアを。それは、何も国からの補助が払わなきゃいけない

税金を免除しますよとなっているからこういうことしているんですよ。それはコロ

ナだから、私は企業の救済も一つ必要だからいいと思います。だけど、柏市役所の

職員がそういうことを活用しながら、どう柏市内の中でコロナを封じ込めるかとい

うのが大切だと思うんですよ。ワクチンも一番大事と言ったんだから、ワクチン打

てる場所をちゃんとすればいいですよね。だけどしていないから問題あるんじゃな

いですかと私は言っているんですよ。  

 コロナのあれを見ると、８月は３万 1,488件、先ほど言いましたけど、あるんです

よ。こん中でほとんど、何があるかというと、２万 5,569件は予約が取れないと、何

をどこ行ったらいいんだという電話なんですよ。これおたくらが出した資料だよ、

これは。こういうデータ出ているよね。だから、こういうときに、じゃどうしたら

いいかですよ、あんた方は。どうすべきかで、電話センターを 100コールセンターを

やったけども、予約取れなきゃ何回もかけるでしょう。次の日もかけませんか。今

日予約取れなかったけど、明日またかけませんか。そうしたら相談が２件って、あ

なた方足しているだけでしょう。水増ししているだけでしょう、それは。そういう

下らないことするんじゃなくて、ワクチン打てるところに、状況によって違うんだ

から、予約券がどんどん発行されています。それでワクチン打てるところどれだけ

進むかって、そこに集中しなきゃいけませんよね。ワクチンを打てるところちゃん

と確保しちゃったら、誰も電話よこさないでしょう、このデータ見ると。データ見

ると、接種の場所とか、接種の順位だかというのは、20件かそこらですよ。これは、

あなた方言うのは。接種の場所は 322件、これ分からないから電話しているんだよね、

どこでやるんだって。だからこういう、これを見たら分かるように、何を求めてい

るのか、何をしなきゃいけないか、何をすべきかなんでしょう、それが全くない、

あなた方に。ずっと２時間近く聞いたけど。そこをちゃんとやってほしいんですよ。

そこで聞きますけど、医師会は何で 260クリニックあるいは診療所があるのに、80件

くらいしか何でしないんですか。どうしてですか。これちょっと答えてください。

誰か、担当の人。  
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〇健康増進課副参事  いわゆる医療機関としては 200ぐらいありますけども、実際眼

科さんであったりとか、例えばなかなか自分のところで接種するのが難しいところ

もございます。その中で、そういうところは協力、いわゆる集団接種のほうに、問

診医、予診医として協力いただいていますので、個別の接種機関をやるだけが、実

は協力していただくのではなくて、トータルの中で協力していただいているところ

が今の柏市のワクチン接種の取扱いでございます。以上でございます。  

〇末永  そういう答弁があるだろうと思いまして、私は富勢地区、松葉地区の医療

機関に聞いてまいりました。あちこち歩いて。忙しい中すみませんと言って。何て

言ったかといったら、それは耳鼻科や整形外科は打ったことないし、打ちません。

眼科も含め、打たないところもあります。だけど、市から強力な要請があれば打ち

ます、協力しますと言っているんですよ、それは。来ないんだそうです、それは。

医療機関もクリニックも診療所も不安だと言うんですよ。というのは、完璧に整っ

ていないから。だから、看護婦さんなんか嫌だって言ったり、家庭的な診療所にな

っているから、リスク背負うから嫌だというの。だけど、そのリスクの補償だとか、

リスクの状況についても、明確があればやりますと言うんだよ。ないというの。そ

して、今ワクチン打っている場所の診療所、クリニックに聞きましたら、ほとんど

がワクチンが来ないんですと。私副市長に聞きましたよ。ないって言ってるじゃな

いかって、ほんとにあるのか、ないのかって。いや、ありますと言うんですよ。あ

りますと言うから、また今度は私はじかにクリニックの番号聞いて、ありますと言

っていますと言ったら、いや、８割近くに縮められちゃったんですと。聞くと、確

かに８割ですと言うんだよ。なぜそういうことになっているのかというんですよ、

そこね。私現場で聞いて歩いたんだから、これは。お医者さんの、 言ってました、

お医者さん、もしあれだったら言ってくださいって、私行って言いますよって、文

句を。だから、そういうところをきちっと明確にすれば、コールセンターなんてい

うのは、 20か 30でやればいいでしょう。もっと極端なことを言うなら、私なんか言

わせると、 22か所ある近隣センターで、コールセンター役すればいいわけですよ。

それは、その地区ごとに。受け付けて予約するだけなんだから。だから、無駄なこ

として、ここで６億 5,000万金使うんでしょう。そういうことをしていることが問題

だっていうんですよ。だから、柏市の職員の皆さんが、何をどうしたらいいか、市

民は何を求めているのかということをキャッチして、それにきちっと対応できるこ

とをすべきだと私は思うんですよ。それがされてないから、市民はクレーム来るん

ですよ。それは。電話が全く出ない。予約センターが。予約が取れない。今は少し

取れるそうですね。それは何かといったら、三井のあそこでは、780って公開したけ

ど、1,000件を超える日もあるそうですね、打つのが。じゃ誰が打っているかといっ

たら、先ほど言ったように、協力する先生が行っているそうです。だけど、柏市内

に歯科医師会は 200名の医者がいるそうです。 200名、歯科医師会の先生は、注射を

口の中に注射を打ったことあるけど、筋肉注射はやったことない。これ私が行って

いる歯医者さんの副会長さんだから、筋肉注射やったことないけど、訓練受けて、

打てないことはない。協力しますって。だけど、どこが拒否したんですか。交渉し



- 30 - 

 

たんですか。何か医師会あまり協力していませんよね。やってませんよね。打つ気

なら打てるって言っているんですよ。そういうところを役所がきちっと行って、ち

ゃんとやるべきだと思うんですよ。やってないのは何でなんでしょうか。答えてく

ださい。  

〇健康増進課副参事  歯科医師会さんのほうにも、医師会の会長のほうから御協力

できないだろうかというような、そのお話をさせていただいております。ただ、医

師ではなく歯科医師が打つ場合、これ医師法の 19条に、やっぱり医療というのは医

者が、医療は医者しかできないというのが書いてあるんですけども、その例外の中

で、本人の、接種者の同意があることであったりとか、接種の体制が整っていない

であったりとか、幾つかちょっと国からの通知の条件がございまして、その条件の

中で、なかなか歯科医師会のほうで接種が難しかったんではないかなというような

状況はございます。以上でございます。  

〇末永  それは違いますよ。それをクリアするために何時間の訓練を受けて、講習

も受けて、そして受けるようになっている。しかし、医師会が協力をしたけど、医

師会でやりますから結構ですという状況になっているんですよ。だから、そこら辺

も役所がちゃんと行って、市民がどこで打てなくなってるからどうしたらいいかと

いうやつをきちんとやって、個別にクリニックや診療所に行くべきですよ。行って

ませんよね。医師会には頼みました。医師会は、今言ったように、レイソルの球場

の診療所まで入れると 260あるそうです。おたくくれましたよ、福祉部長、あれが印

刷で全部。全部もらいましたけど、医師どこにあるかって。この 260のうち、 230は

もう打てるだろう。そのうちの 100か所ぐらいは打てないことはない、今 100か所く

らいですか、打ってるのは。だけど、半分以上は打ってないわけですよ、これは。

きちっと医師会に任せるんじゃなくて、申し訳ないけど、 60名で言うと悪いけど、

医師会の役員さんで打っていない人いますよね、役員さんの医者。何で打たないん

ですかと言えばいいでしょう、会長さんも含めて、それは。だから、私は医師会の

中にもいろいろあるだろうから、きちんと役所が打ってください、きちっと一つず

つの事業所に行って、話をして、やっぱりどうしたらいいかと、１日キャパとして

柏市民に幾つ打つかということまで、きちっとしないといけないと思うんです。そ

の中でも打てない人いると思うんですよ、医師会の中ではね。打てないって。それ

はそれでいいじゃないですか、別にそれは。だけど、医師会の組織だけで任せるん

じゃなくて、医師会の会員じゃない人も打っていますよね。今回打っていませんか、

６人ぐらい、それは。それはどうして打てるようになったんでしょうか、そこは。  

〇健康増進課副参事  今回のこのスキームという中で、国においては、特に自治体

からの契約を経由することによって、非医師会であったりとか、その方も対象とす

るような事業スキームになっておりますので、特に医師会、非医師会にかかわらず

打てるような事業スキームでございます。以上でございます。  

〇末永  いやいや、医師会は組織だから、別に医師会にお願いして 、まとまって、

組合さん打てるようにしてくれませんか、はい、分かりました、全員が打てばいい

ですよ。だけど、打っていないから、私はそこで端的に言うなら、何で 230のうち 100し
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か打っていない、あと 130の人に個別に当たったのか。会員じゃない人も打ってくれ

ていると、ありがたいことですよ。だから、それはどうやって話しして、注射を打

つようになったのかと、それは。そういう意味で、会員には入ってないけど打って

くれるよという人いるんだから、だったら会員さんに何とかできませんかと、この

地区でと言って役所が回るべきだと言っているんですよ、それは。お礼も言いなが

ら。そうすると、全体の柏市内のキャパは分かってきますよね、１日打つキャパと

いうのは。大体 200か所で打ったとした場合、１日 30件打ったら出てくるでしょう、

数が、それは。それが数が出てきたら、それは地区で打てば何日で終わるなって分

かるじゃないですか。それが 100も打ってない、そしてなおかつほとんど 10人ぐらい

しか打たないとか、そういうふうになっているわけですよ。だから、私は本会議で

言ったのは、一元化して、きちっとあれして、打てないところ打てるところきちん

と明確にして、一元化して市でやりなさいと、これほかの市やっているんだよ、ほ

かの市町村。 43万できない、 40万人ならできないというんだったら、それは区割り

すればいいでしょうよ、小さく割れば。できるんだから、どこもやっているんです

よ、そんなこと。  

 だから、私はなぜそういうことをしないのかと。やる気がないの、あなた方が。

一致団結していないんだよ、ワンチームになってないの。だから、そこをちゃんと

してほしい、この後もまた今ずっと下がっているけど、今そういう対策をしないと

いけませんよね。また爆発的に増えたときにどうするかって。それは感染したとき

に、ワクチンじゃないよね、今度は抗体カクテルというのか、あるいは 11月に薬が

出る、それを打ったら３日か４日以内に打てば重症化にならないというけど、それ

もいつどこで打てるか、医師会と相談しなきゃいけないよね。医師会も含めて、会

員にどこでどう打てるかって。そういうことを先手先手でみんなが一致団結してや

らなかったら、私は市民の命と暮らしを守るなんて言ったって、口先だけでしょう、

あなた方。だから、それをどうするかを決めているかと聞いているんですよ。増田

さん、言ってくださいよ、こういうふうにしたいって、今後はこうしますって。い

や、保健所長よりも私のほうが詳しいからこうやりますと、私は消防も行ってきた

からよく分かりますから、こうやりますと言ってください、じゃ。  

〇健康増進課副参事  私は、ワクチン担当でございますんで、ワクチン担当の範囲

内できちっと一生懸命やらせていただきたいと思います。以上でございます。  

〇末永  ワクチン担当、ワクチン終わるから、３回目だけなんですね。３回目なら

３回目を、３回目のワクチンを、じゃどうするのか、した場合はこうしたいという

やつを今から考えてくださいよ。そうしないと、やっぱり３回目打つのは嫌ですよ

ね、みんな。そんなのは。打ちたくないよね。だけど、この命取られるということ

考えたら、効果があるというんだったら、それは何らかの立場しなきゃいけないよ

ね。だけどワクチン打って、ファイザーだけでも 1,100人くらい死んでいるというよ

うなことが明らかになったりすると、どうなのかなと思う人もいるわけですよ。だ

から、そういう不安だとか、それに対して柏市としてはこう対応していきたいとい

うやつをぜひつくっていただきたいんですよ。これはワクチンね。あなたワクチン
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だからそうだけども、次は医療との関係で言うならば、柏市内にコロナに対する療

養施設が幾つあって、言えないというけど、幾つあって、そのことによってどうい

う治療体制でやっていくんだということが、ちゃんと検討されているのかどうかだ

け教えてください。  

〇次長兼総務企画課長  そうですね、医療機関とは最新の情報も含めて情報共有を

しております。我々保健所の動きもお伝えしておりますし、各医療機関様の状況に

ついてもお聞きしておりますので、中で共に考えているというところでございます。

以上です。  

〇末永  あなたたちが共有しただけなのよ。それは、市民とともに共有しないとい

けないんですよ。そうすると、出てくるんですよ。そうでなかったら、赤ん坊亡く

なったこととか、３日間も放置して分からなかったということは起きないわけです

よ、そんなのは。だから、どういうするのかということを、きちっと今からできて

なきゃ、そういう対策もきちっとやっていただきたいんですよ。それでも事件は起

きるわな。事件は、事故は起きるわ。だけど、最小限に未然に防ぐ体制を柏の中で

ぜひ共有していただきたい。だから、どこの市でしたか、コロナにかかって陽性で

すとなったら、もう動かないでくださいって、そこで待っていてください。民間の

救急車が、または救急隊があなたを迎えに行きます。ホテルへ入れます。買物なん

かしないでください。そこへいてください。運ぶ、療養ホテル入った、すぐそこで

診察をして、診察しているのを共有して、みんなが共有している。食料担当、それ

から何とかメーターとかいうやつ、送ったり、いろんなことする人、みんなモニタ

ーを見て、そしてみんなが共有した、そこで何をするって、分担して、きちっと集

中して自分たちが食料だったら、当面すぐ何か買っていく、持っていくことができ

ないから、防災の備蓄のアルファ米だとか、カロリーメイトだとか、そういうもの

を全部４日分ぐらい用意して、その場ですぐ持っていけるようにしていると、それ

をその場で。そういう体制をつくっている市町村もあるんですよ。モニター見て、

共通して、みんな共有しているんですよ。柏市あっち、コロナ担当ならこっち、こ

っちは物資担当、何か来なかったら分からない、そんな状況では私はいけないと思

うんですよ。だからモニター見たり、医者が診察して、モニター見ていて、そこで

きちっと保健師だとか、物資担当だとか、いろんなこと含めてきちっと共有できる

ような体制をつくるべきだと思うんですよ、それは。だから、そういう体制をぜひ

やっていただきたいんですが、いかがですか。そういう体制でいるんでしょうか。  

〇次長兼総務企画課長  お話のように、情報共有の体制はとても大切だと思います

ので、工夫をして努めていきたいと思います。以上です。  

〇末永  ぜひやっていただきたい、共有できるように、ぜひやっていただきたい。

コロナって終わりませんよね。終わらないから、やっぱり共生するしかない。そう

いうことを、やっぱり何らかの形を、ここを増やさないようにするしかない。どう

しても家庭内感染が、学校で起きるわけですよね、だから、そこのときどうしたら

いいかというところをぜひ打合せして、柏市が一丸となってちゃんとやっていく、

そして市民にも協力求めて、市民と一体となってやっていくという体制をつくって
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いただきたいんですよ。それは。市民に命令して何かやるだけだと駄目だと思うん

ですよ、お客さんに聞くだけじゃ。これは共有して、ちゃんと一緒にやっていくと

いうことをぜひやっていただきたいと思います。ぜひお願いしたいと思います。   

 それで、この予算書のところで、修学旅行についてちょっと１点聞きます。修学

旅行について、緊急事態宣言が出ているからやめますということなんでしょうか。

それとも、例えば千葉市のように、 35人学級で、バス１台で今まで行ったのを、２

台にしちゃって、 15人ずつ分かれて、それを修学旅行行ったということがこれまで

ありました。ですから、そういうことも検討し、修学旅行全部行かなきゃいけない、

行っちゃいけないとか、それは別にしまして、子供たちの夢や、あるいは希望や楽

しみを奪っちゃいけないと思うんですよ、それは。そういうためにどのようにして

いるのか。何かこの予算は、払戻しする金の銀行振込のあれは、出すようであれば

いいけど、この議論はどのようにされているんでしょうか。  

〇指導課長  委員がおっしゃるように、子供たちのために、いかに工夫してやるか

ということは基本にありますが、非常事態宣言、まん防が出ている中では、延期あ

るいは中止という形で進めております。以上です。  

〇末永  そこちゃんとやっぱりきちんと議論した上で周知徹底してやらないと、先

ほど矢澤委員が言っていましたね、給食食べないで帰ったり、あるいは学校に来な

い子が 2,000人もいると。 4,000人近くがいるというんでしょう、それは。だから、

それはやっぱり認識だとか、情報がやっぱり不足しているんじゃないかと思うんで

すよね。だから、そこら辺について、保護者だとか、子供たちの気持ちや、どうい

う議論がされているんでしょうか。ただ、まん延防止とあれが出ているから、緊急

事態宣言が出ているときは、そこで決断しているんだということなんでしょうか。

どんな議論されたのかと聞いているんです。  

〇指導課長  基本的に、今申し上げましたとおり緊急事態宣言、まん防ということ

が一つの基準になっておりますので、それを基に学校の中で延期をするのか、中止

をするのかという判断をしていくということになっております。保護者の御意向に

ついても、もちろん学校によってはアンケート取るなりということはしており ます。

以上です。  

〇末永  現場も大変だと思うんで、それはいろいろあるでしょうけど、子供たちは

修学旅行といったら、その年の学年のそれしかないわけですよね。だから、やっぱ

り子供たちのことを やっぱりちゃんとき ちんとしないといけ ないなと思うんです

よ。だから、教育のプロである専門家ですから、ぜひそこをどういうふうにしたら

いいかと。じゃ、修学旅行行けないけど、半分ずつ分けてあけぼの山農業公園でも、

みんなあそこに行こうかとか、端的な例ですよ。そういう具体的なこともしながら、

子供たちの気持ちを大事にする教育をぜひやっていただきたいと思うんですけど、

いかがですか。  

〇指導課長  委員のおっしゃるとおりだと思います。そういうふうに工夫をしてや

っていくということは、学校を支援していくように、これから検討してまいりたい

と思います。以上です。  
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〇末永  それで、さっき障害施設のことを言っていましたね、300くらい施設あって、

これは教育の場所で、最近障害児の子供たちが、児童たくさん増えていると思うん

です。増えていて、８人に１人の先生だったっけな、枠が。８人に１人だったかな。

９人になったら２人いると。だから、４人ずつ対応できるわけですね。９人になっ

てくれれば、２人見ると、こういうコロナのときは助かるわね、ある意味じゃ。だ

から、そういうときこそやっぱり８人だから、１人だけじゃなくて、これ予備費も

含めて予算つけてしないと、やっぱりその子かかったりすると、なかなかこだわり

のある子なんかだとマスク絶対できないとか、マスクも、布マスクじゃなきゃ絶対

やらないとか、いるじゃないですか、そういう子が。だから大変なんだけども、そ

こら辺について予算つけてちゃんと対応しているんでしょうか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  特別支援学級の教員につきましては、生徒

８名につき１名というのが法律で決まっておりますが、柏市においては、教育支援

員等人材の配置を進めているところでございます。以上でございます。  

〇末永  ぜひ決まり文句の対応しないで、きちっと余分にしたり、きちっと 子供た

ちのことを考え、また先生たちの、先生たちも最近あちこちかかっていますよね。

だから、先生たちの環境も整えたり、ぜひここは予算つけてぜひやっていただきた

いと思うんですね。そうじゃないと、大変なことになるんで、ぜひお願いしたいと

思います。  

 次に……  

〇委員長  末永委員、質疑ございますよね、まだございますよね、質疑。ちょっと

一度ここで暫時休憩したいと思います。  

              午後  ３時３８分休憩  

                  〇            

              午後  ３時４２分開議  

〇委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  

〇末永  29号です。補正の 29、その２ですけど、先ほどちょっと聞いて、ホテルの

こと、担当の橋本さんといいましたか、県から、７月 30日、県から要請で開設し、

９月１日から借り上げた。私が聞いているのは、柏市で確保しているのかと、ずっ

と聞いていたら、柏市でやりますと。医療関係は県が権限持っていますから、県の

範疇だから、なかなか柏市独自とならないんだと思うんですけど、柏市でちゃんと

コロナがあれほど爆発的に出たときに、どうすべきかということをして、野戦病院

ってあまり使いたくないですけど、そういう集団的な施設だとか、体育館借りたり、

ホテル借りたというところでみんな市民も期待しているし、みんな見ているわけで

す。一番野戦病院と言われる早かったのは福井市ですよね。市独自でやりましたよ、

これは市で。それで県に言って、県が国に言って、金が満額下りるようになったん

です。下から積み上げたんです。上から来て、先ほどあなたが言ったのは、上から

きて、県からが要請、してくださいと言われたから、９月１日にやりました。それ

は市民の命を守るという姿勢が全く感じられない。だから、また次 、爆発的な感染

があるかもしれないから、あることを想定して、集団的な、集合的なできるところ、
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どうしたらいいのかと。今からシミュレーションつくって、体制をつくってほしい

んですよ、今から。そしてぱっとできるように、県にも何回も足を運んで、県にも

ちゃんと言って、予算つけてくださいよと。つけなかったら、柏市でやるしかない

でしょう、それは。何か 25億の預金するんだったら、その金使ったらいいでしょう。

だから、ぜひ柏市の執行部が、柏市がつくるんだと。今度市長選出る人で、コロナ

対策室をつくるなんて言っている人もいるようですけどね、そんなの違うだろうっ

て。そんなのあなた方がやることなんだよ、きちっと。体制をどうしなきゃ。大体

医者から言わせると、 10日で、普通治るって 10日で帰れるというわけね。これが中

等、重症になったら、２週間、３週間、４週間ってなるというわけでしょう。酸素

を抜けないというんでしょう、これがどんどん。肺が潰れているんですからね。だ

から、そうならないためにするためには、今言われている抗体カクテルを打てばい

いとか、いろいろ言われているんですけど、私は医者じゃないから分からんけど、

そうならないためにどうしたらいいか。うち帰ったら、家庭内感染するんですよ。

しないためにどうするかを、あなた方がどうするって体制をつくっていただきたい

んです。そこら辺の検討は、福祉部の政策課でやっているんでしょうか。やってい

るように見えないんだけども。福祉部長どうなの、しっかりやってよ、そこ。こう

やります、こうしますというやつをしないと、保健所にかけたら。それは市で用意

していますと言うから、市に聞けば、市はやっていますというだけで、たらい回し

しているだけだよ。私が知らないのを市民が知るよしもないでしょう、そんな話は。

だからこの次、感染爆発したときにはこうします、こうしていきたい、そのために

はホテル業者とも、今も常に連絡取ったり、話ししたりして、ちゃんと人間関係も

つくっておく、そのときどこに、食料はぱっと入れるとか、そういうやつをつくっ

ていただきたいと思うんですが、そういう考えあるでしょうか。  

〇保健福祉部長  第５波がやはり急激に感染拡大していきまして、県なりですか、

要請とはいったものの、柏市自体も患者が増えて、そこら辺の対応については、保

健所、医師会、医療機関と十分調整を図ってはきたものの、実際だから、出口とし

てどうやってやっていくかというのは、今回様々な経験させていただきましたので。

委員おっしゃるとおり、次に向けてしっかりと対応を考えていきたいと思います。

以上です。  

〇末永  地方自治法１条の２にあるように、住民の福祉に寄与するためにあなた方

いるんですよ、それは。そこを肝に銘じて、どうしたらいいか、どうしなきゃいけ

ないかとか、地方自治体としてやらなきゃいけない、県だとか金とかというのは、

それは金は集めるしかないでしょう、それは。あるんだから、ないわけじゃないん

だから。それちゃんと金をどうするかは、議会にかけて議論して、ちゃんとやると

かすればいいことですよね。あるいは国に要請するとか、そういうのは。国が言っ

ているんだから。みんな地方の都市で知事会とかいろいろな人が突き上げ食って、

国が認めて金出てきているんですよ。だから、ぜひそういうことを市の職員の皆さ

んがぜひやっていただきたいんですよ。だから、そういうのが全く見受けられない

んで、先ほどの話では、県からの要請で県が言ってきたというんでしょう。県のほ
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うがまともに見えるじゃないですか。あなた方何もしてなかったの。していたんで

しょう。だから、そういうことを、やっぱりぜひやっていただきたいんですよね。

県にいつ幾日に要請に行きました、県はこうでした。だから、もっと皆さん県にも

話しかけて、呼びかけてやりましょうって。そうしなかったら防げないでしょう。

ぜひそこら辺については、ぜひやっていただきたいと思います。最後になりますが、

自宅療養者に対する医療の支援、これは先ほども言いましたけど、この体制もちゃ

んと組んでいるんでしょうか、 75人って言っていましたけど、これは 25人を３回転

するから 75人とか言っていましたね。ちょっとその程度じゃ、毎日 130も 120も出て

いるときは対応できないでしょう。だから、やっぱりここで、医療の関係は県です

けど、県との窓口をちゃんと話すのはどこなの、保健所、福祉部長なの、政策課な

の、どこなの。  

〇地域医療推進課長  この自宅療養については、当課が担当しております。地域医

療推進課のほうで担当して、事業のほうを進めております。以上です。  

〇末永  県にちゃんとそれはいつ幾日言いましたって、こうしました、こうしまし

たって協議を、今ちょっと減っていますよね。そのときこそぜひやってほしいんで

すよ。そして、こうしましょうって、それはね。そうしなかったら駄目ですよね。

医師会にもちゃんと報告し、17ある医療機関、病院ですね、200床以上ある病院が 17個

あるんですか、柏市内は。その病院に対して、ちゃんとコロナ対応できる施設をし

ましょうって。１床当たり 1,950万円国から出るんだから。だけど、あちこちで金だ

けもらっていて、やっていないって、田村厚生労働大臣は、チェックしてそれは返

してもらうと言っているわけですよね。１床当たり 1,950万出すと言っているんだか

ら。だから、そういうこともきちんと指導して、医療機関に対して、医師がいない、

看護師さんがいないとかとかいろいろあるでしょうけども、万全な体制をして、ち

ゃんと対応できると。少なくとも柏市内に 100床ぐらいは確保できることをしとかな

きゃいけないと思うんですよね、それは。早いうちに手を打てばいいわけですから、

ぜひそこでやっていただきたい。仮に、私は自宅療養というのは反対なんですよ。

自民党の菅総理はそんなこと言って、何を言ってんだと思うんですけども、まため

ちゃくちゃなこと始めましたね。外国から来る人は、今まで 10日間隔離してたんだ

けど、昨日辺りから３日間らしいですね。これまた蔓延しますよね、間違いなく、

変な株が今度は。そうすると、大変危険に侵されるわけですよ、市民は、国民は。

だから、そういうことがないように、ちゃんと対応すると同時に、医療機関との協

議、連絡会みたいなのを、 17か 18ありますよね。市立病院をはじめ病院と言われる

ところが 17あるんですか。そこと協議を持ってきちんと議論しておく、市が。そう

いう協議機関というのはおたくでやるんでしょうか。  

〇保健福祉部長  今委員さんおっしゃったような意味では、病院、連携会議という

ところで、二次医療機関なりが集まって、今回ホテル療養とか自宅の医療を始める

際もこういった事業やるので、皆さん御協力お願いくださいという話はさせていた

だいております。ただ、その病院ごとにやっぱり御事情もありますので、今言った

ような病床の確保というところでは、各今状況においても御協力いただいていると
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いう認識はあります。以上です。  

〇末永  ぜひそこは、市民との情報の共有していただいて、市民は不安なわけです。

保健所が回らない、パンク寸前だって。何を言っているんだと、私に言わせればそ

う思うんですよ。一元化しないからいけないんだ、それは。みんなが共有してやれ

ば、それは何とかなるものなんですよ。だから、そういう姿勢で情報を共有すると

同時に、市民にもきちっと情報をする、病院とか行く。それでも満杯になる場合が

あるでしょうね。あると思いますが、あるときは、じゃどうするかですよね。それ

もシミュレーションつくっておく。そのときに自宅療養に対する援助が出てくると

思うんですよ。それも速やかにやる。それは第１弾で、ほかの市町村やっているん

ですよ。第１弾で防災課が行くんですよ。物運んで玄関に置いておくのは土木部な

んですよ、ほかの市町村は。道を知っているから。土木部行くんですよ。そして受

け取ったら、その後に４日か５日までの間に保健所が物資を届けるんですよ。それ

は、近隣の近くのコンビニが届けるんですよ。そういうきちっとなっていれば、何

の問題もないでしょう、みんなが分担を担ってやれば。そういうのをきちっといい

ところの市町村に学んで、ぜひ対応をしっかりやっていただきたいんですけれども、

いかがですか。 25人が３回転して 75人なんて、それよりも具体的にどうするか、駄

目なときはどうするかというやつをきちっと明確にしてほしいと思うんですけど、

どうですか。  

〇保健福祉部長  当然今後の状況等踏まえて、適切な対応ができるように努めてま

いります。以上です。  

〇末永  回答がそれしかないんでしょうけど、ぜひやっていただきたいんですよ。

やっぱりみんなにそういうことでこうしますということが分かっていて、それは安

心感あるし、それスムーズに流れれば、みんないろんなことスムーズに行くんです

よ。だけど、それいかないから、不安だから、陽性と言われたらいきなり自己防衛

になっちゃうから、人間は。コンビニ寄ってポカリだの何だのいっぱい買って、買

い込んで、買い入れて自宅にいますと、こうなるんですよ。それじゃ感染しますよ

ね、それは。医者も診療行ったときは、 15分間だけは感染しないから、 15分間で診

療して出てくるというんでしょう。だから、そういうこともきちっと、在宅医療が

市内では４人しかいませんとか、あるいは訪問看護８人しかいませんとかというこ

とも知って、ちゃんと公開して、そのキャパも増やしていくとかということをぜひ

やっていただきたいんですよ。ぜひお願いしたいと思います。以上で終わります。  

〇委員長  答弁は求めない、大丈夫ですかね。（「やってくれればいい」と呼ぶ者

あり）答弁大丈夫ですかね。  

〇福元  お願いします。新型コロナウイルスは、やはり自治体規模だけでは解決で

きない、本当に難しい、これから抱えていかなければいけない課題なんだというこ

とをずっと思っています。今末永委員も言っていらっしゃいましたけれども、やっ

ぱり広域で考えていかなくてはいけないとか、やっぱりもうちょっと広い視野から

柏市というところで捉えていかなくてはいけないということがやっぱりあるのかな

というふうに思います。やはりこれから、昨年からコロナ禍ということで続いてい
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ますけれども、第５波はすごく大変な状況で、今その感染者数も 10分の１ぐらいに、

８月から比べて 10分の１ぐらいに減ってはいますけれども、本当に８月はすごく大

変な状況だった、そのときの大変な状況を忘れずに、そのときの大変さを今後にど

うつなげていくかということを、一人一人が市役所の職員さんもそうですし、私た

ちもそうですし、市民の方々もそうです。みんなで共有してやっていくということ

かがとても大切なのかなということを思います。やっぱり先ほどおっしゃられたと

おり、ほかの市がどうやっているとか、ほかの県がどうやっているとか、国はどう

だとかという、やっぱりそういった視点で柏市を今後考えていってもらいたい。ワ

クチン接種が一番分かりやすいんですけれども、柏市は遅いとかということをずっ

と言われていまして、ただある時期になったときには軌道に乗ってきて、接種率自

体は他市と変わりないということも答弁などでおっしゃっていましたけども、やっ

ぱりそこら辺、計画だとか予定とか、市がどういうふうに考えて、どういうふうに

進めていっているかというのは、市民たちは本当に分からない状況で、私も招集日

の日に、５分間の休憩のときに、コロナのワクチン接種が取れないという苦情の電

話を受けまして、それくらい皆さん必死にワクチン受けたいという思いでいらっし

ゃるんだなということで、なのでその皆さんの気持ちを酌み取ってやっていただき

たいと思います。本議会でいろんな質問等でも触れた結果なのですか、ワクチン接

種状況が今高齢者が 89.4％が終わっていると、２回目終わっていると、市内全体で

は 50.6％が終わっていると、これが 21日現在で、私昨日夕方見たとき、 17日現在で

ということで、各世代の接種率が載っているんですけども、こういうのもホームペ

ージも、ちょっと前まではここまで具体的に年代別の接種率は載ってなかったと思

うんですよね。こういうのもちょっとずつ分かりやすくしていくことで理解が得ら

れるのかなというふうに思うので、ぜひお願いします。すみません。ちょっと長く

なりました。質問ちょっとさせていただきます。すみません。市独自施策というこ

とで、議案番号 29のほうです。自宅療養者等に対する医療支援の体制確保というこ

とであるんですけども、これは最近８月から始めた取組として、市オリジナルとい

うことで、地域医療推進課のほうでやってらっしゃるということなんですけれども、

こちらについては、柏市はもともと在宅医療ということで、ずっと力を入れてやっ

てきたという経緯がありますけども、そういったところでの経験を生かせたという

か、そういったことはあるんでしょうか。  

〇地域医療推進課長  今回従事していただいている医師や訪問看護ステーション、

薬局、これまでの在宅医療の推進の中でできてきた関係を築いていますので、その

中で今回も、じゃ始めようということで、それぞれ声を上げていただいて、御協力

いただいているということになっておりますので、今までの経験が生きているもの

と考えております。以上です。  

〇福元  では、市独自施策ということで、これは他市等ではこういった取組という

のはどの程度把握されていますか。  

〇地域医療推進課長  他市から結構柏市さんどうやっていますかというような形で

のお問合せは何件か受けているんですけれども、実際どこがどうやっているかとい
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うところまでは、すみません、把握しておりません。以上です。  

〇福元  では、むしろ先進的にやっているかもということで理解してよろしいです

か。  

〇地域医療推進課長  早いほうだとは感じております。以上です。  

〇福元  これちょう ど始まった頃が第５ 波の一番大変なとき で、一番多いときで

160人くらい、１日に新規感染者数が出てというときあったと思うんですけども、本

当に何かそういった中で、できることということでつくられた対策なのかなという

ふうに思うんですけれども、ぜひこういった柏市のオリジナルというか、強みを生

かしたというか、取組を進めていただきたいと思うんですが、この自宅療養者に対

する医療体制を、在宅で対応するということを進めるに当たって、通常のコロナで

はない、在宅医療に何か影響を及ぼすとか、そういうことはあるんですか。  

〇地域医療推進課長  今回の従事していただいた医師や訪問看護師からちょっと聞

いた話ですけれども、これを従事するに当たって、今現在見ているコロナ患者さん

じゃない患者さんに対して、自分たちはコロナの患者さんを見ますということをき

ちんとお伝えしたとか、あとコロナ患者さん対応する分、通常受ける患者さんをほ

かの事業者さんに回しているとか、そういうような影響はあるとは聞いております。

以上です。  

〇福元  柏市の在宅医療は、他職種連携ということでやられていると思うんですけ

れども、そういったところはうまく機能しているということでよろしいですか。  

〇地域医療推進課長  今回医師、看護師、薬剤師さんと連携しているんですけれど

も、そこは非常にうまくいっていると思います。以上です。  

〇福元  少し新規感染者数も減りまして、少しずつちょっとコロナ自体は収まって

いるというか、抑えられてきているかなという状況にはなっていますけれども、自

宅療養というのも一つかと思います。入院するというのも一番安心できるとは思う

んですが、またホテル療養も安心できるのかもしれないんですけども、自宅がとい

う場合もあるかと思いますので、自宅療養にできる取組、ぜひこのまま、今回の経

験を生かして、ぜひさらに強化していくというか、人数が少なくなっていっても、

対応等丁寧に行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。次に、もう

一つだけいいですか。次に、これも独自施策で、コロナウイルス感染症対応業務労

働者派遣です。これもきっとすごく大変な時期を経て出された内容だと思うんです

けれども、今日ちょっと手元に保健所の体制、時間外勤務の実施状況というのが配

付されていたんですけれども、保健所の方々の 100時間超えのお仕事、超勤ですね、

残業時間、これが４月から８月にかけて、令和２年は 28人、令和３年度は 68人とい

うことで、 40名程度増えてしまっているという、状況に沿った形でというか、ニー

ズがすごく増えているような感じなんですが、100時間残業するというのはすごく大

変な、私もかなり残業する職場にいたことがありますので、100時間というのはすご

く大変なことだと思うんですけども、しかも命に関わる現場ということで、とても

大変だと思います。働いている方は、御家庭があったりとか、いろいろあると思う

んですが、多分そういうのも、本当に全てに目をつぶってお仕事に専念されていた
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んだと思います。今回そこに対して労働者派遣ということで対応になりますけれど

も、そこに人を充てるということで、何となく形としては解決につながるのかなと

いうふうに思うんですが、何かやっぱり心が折れたりとか、やっぱりそういうこと

って出てきていないですかね、職員さんは。  

〇保健予防課副参事  時間外労働につきましては、やはりこの第５波を迎えて、非

常に多くなったことは事実でございますし、数字上にも現れていると思います。職

場の中としては、やはりたまにぴりぴりすることもございますけれども、なるべく

職員同士のコミュニケーションとかを取りながら、職場の雰囲気としては悪くない

状況でやるように努めておりまして、実際に現場のほうとしてでも、やりづらさ、

時間外の時間を除けばやりづらさはそんなになかったかというふうには感じており

ます。以上です。  

〇福元  やはり 100時間って、数字で見るとなかなかぴんとくる人とこない人といる

と思うんですけども、本当に何か実際働いてみて、100時間超勤をするというのはす

ごく大変なことなので、やっぱりそこを理解して、もしかして今は大丈夫、気が張

っているから大丈夫かもしれないんですけど、今後また不調だとか、いろいろ出て

くるかもしれないと思います。引き続きやっぱり限界もあると思いますし、そこは

やっぱり柏市で一丸となってできることあると思いますので、皆さんでというか、

私たちももし何かできることがあったらと思いますので、本当にまずは体を大切に、

そういったところで引き続きメンタルとかも気をつけて、周囲とともにやっていっ

ていただけたらと思います。よろしくお願いします。以上です。  

〇委員長  答弁はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）  

〇武藤  議案第 29号の自宅療養者に対する医療支援の体制確保なんですけれども、

この対象が中等症のⅡということで、議会の中でも議論ありましたけれども、本当

に大変な状況の中で、酸素投与が必要な状態で、高度な医療を行える施設に転院を

するような状況だって言われているんですよね。そういう状況の方が、自宅療養で

医療支援を受ける対象になっているということは、本当にこれでいいんでしょうか、

どうですか。  

〇地域医療推進課長  委員おっしゃるとおり、本当に厳しい状況の方を対象にした

んですけれども、本当なら入院ということが前提だったんですけど、もうやむを得

ずというところだと思います。なので、入院ができる状況であれば、この対象の方

たちは入院するべきであると思っておりますが、こういう体制をつくって診ざるを

得なかったというのが現状であると思っています。以上です。  

〇武藤  そうであれば、この対象者、中等症Ⅱの方というだけではなくて、やはり

軽症者の方であっても診療が必要だという判断される方は、こういう在宅支援の事

業も受けられるということでよろしいですか。  

〇地域医療推進課長  今ちょうど新規感染者の数も減ってきておりまして、この事

業の対象者の方、新規の依頼の数もここにきて減ってきております。これからどう

しても在宅で見なくてはいけないという方も中にはいらっしゃるということも考え

て、これも検討の課題だと思っております。この事業始まった８月中旬からスター
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トしたんですけど、このときはすぐに何とか見なくちゃいけないということで対象

を絞りましたけれども、これからその中、軽症者含めてどのように対応していくか、

この従事者の皆さんたちと、あと保健所も含めて検討してまいりたいと思っており

ます。以上です。  

〇武藤  必要な治療がしっかり受けられるようにしていただきたいと思います。そ

れと、新型コロナウイルスの感染症の対応業務の労働者派遣で、先ほど福元委員も

おっしゃいましたけれども、残業時間が 100時間超えていらっしゃる職員が 68人とい

うことで、この状況はこの５人から 10人雇用するということで解消されるんでしょ

うか。  

〇保健予防課副参事  第５波に関しては、すみません、第５波の前、３波のときに、

３波を超えられるような体制をつくってきた形でやっておりました。今回第５波は、

それをはるかに上回る状況でしたので、対応がまずできなくなってしまったという

ところで、いろいろな各部署からの協力をいただきながら対応してきたところなん

ですが、今回のこれにつきましても５名から 10名という対応を希望させていただい

ておりますが、第５波全てをこの 10人で賄えるかというと少し疑問もありますが、

また改めて追加が必 要な場合については 対応 を考えてまいり たいと考えておりま

す。  

〇武藤  すみません。最後なんですけど、新型コロナウイルスの感染症のＰＣＲ検

査業務なんですが、この無症状の濃厚接触者のＰＣＲ検査を医療機関に業務委託す

るということなんですけれど、保健所業務が逼迫した際には、濃厚接触者であって

もＰＣＲ検査ができなかったということですか。  

〇保健予防課専門監  保健所業務のほうも逼迫しまして、濃厚接触者、主に同居の

家族などの濃厚接触者の検査、無症状の方、保健所のほうで検体採取等して検査を

しておりましたが、そちらのほうもかなりすぐに定員がいっぱいになってしまって、

次の枠、次の枠ということで日延べしてしまうような状況がありましたので、今回

この委託という形を取らせていただいて、スムーズに検査につながるようにしたも

のです。以上です。  

〇武藤  業務の流れとしてはどうなりますか。  

〇保健予防課専門監  業務の流れとしましては、同居の御家族様、検査が適切に行

える時期というのがございますので、その方たちに御連絡をさせていただきまして、

検査の御案内をさせていただきます。検査の予約のところから委託業者のほうが行

いますので、そこから先検査を実施し、結果を返すというところまで委託しており

ます。以上です。  

〇武藤  最後です。これは要望になりますけれども、今回業務委託で保健所が行っ

ていた検査業務を全て委託するということなんですけれども、ＰＣＲ検査の拡充と

いうのは、やはり今陽性の方が減っているという状況の中で、やはり無症状の方の

検査をするということが大事だと思いますので、ぜひ保健所のほうの業務をなくし

てしまうということではなくて、ＰＣＲ検査の拡充をしていただきたいと思います。

以上です。  
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〇委員長  ほかに質疑はございませんか。   なければ、質疑を終結いたします。  

 これより順次採決をいたします。  

                              

〇委員長  まず議案第 23号、当委員会所管分について採決をいたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 23号、当委員会所管分は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。  

                              

〇委員長  次に、議案第 25号について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 25号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 29号、当委員会所管分について採決をいたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 29号、当委員会所管分は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。  

                              

〇委員長  以上で第１区分の審査を終了いたします。  

 次に、第２区分の審査に入りますが、関係しない執行部の方は退席されて結構で

す。御苦労さまでございました。あわせて、関係する各課で入室していない方は入

室をお願いいたします。  

 ちょっと５分ほど休憩しますので、再開は 16時 20分からとさせていただきます。  

              午後  ４時１５分休憩  

                  〇            

              午後  ４時２０分開議  

〇委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開かせていただきたいと思います。  

                              

〇委員長  次に、議案第２区分、議案第２号、柏市立障害福祉サービス事業所条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  

 本案について質疑があればこれを許します。  

〇浜田  お願いいたします。こちらの議案なんですけれども、そもそもなんですが、

公募をして決めたんですか。公募をしたのかしてないのか、まずお聞かせください。  

〇次長兼障害福祉課長  審議会等を経て、結果的には公募しないで、現指定管理者

が継続してやることに決定したものでございます。以上です。  

〇浜田  していないということなんですが、これ説明のほうに書いてありましたけ

れども、保護者会さんのほうで同一法人を御希望されたということの記載は、それ
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は理解するんですが、そこに至るまでの経緯をお聞かせいただきたいんです。なぜ

かというと、その指定管理を外れるということで、やっぱり市の管理が半分なりあ

ったわけで、そこが民営化するのに対して、やっぱり保護者会さんの中でもいろい

ろ意見があったんじゃないかなと推察してしまうので、そちらの辺りの経緯だとか、

そういった意見聴取の辺りをお聞かせいただければと思います。  

〇次長兼障害福祉課長  今回の議案の上程に当たっては、指定管理が今 11年目にな

るんですが、２期の老朽化しているところがあって、６年前の２回目の更新のとき

に、５年間をかけて今後どうしていくかということで、家族会の意見だとか、さっ

き言ったように、例えばプロポーザルによって民営化するとか、いろんな意見を確

認してきたところでございます。そういった経過の中で、当然現青和園の利用者の

家族会の方の意向としては、ぜひ法人のほうをそのまま継続してやっていただきた

いという意向、それだけじゃなくて、障害の特性上、事業者が替わった場合の環境

の変化という悪影響がございますので、そういった点だとか、あと現指定管理者で

ある法人の実績はどうか、満足度が高いということもありますし、あと将来性だと

かもやっぱりどうかというのも大事な要素ですので、そちらについては公認会計士、

いわゆる財務分析等で長期の安定的な支援が担保されているような、そういった観

点で審議会の答申を得て、市が受託先を決めたため、そういった経過になっており

ます。以上です。  

〇浜田  分かりました。社会福祉法人で、その社会福祉施設を経営するということ

は、ほかの法人さんになっても、多分そんなにサービスの質が落ちるとか、そうい

うことではないはずだと私は思っているので、できたらそこは公平にやるべきだな

とは思っていたので、こういったことをお聞きしたんですけども、強い思いがあっ

てのこの指定管理、公募をしないでこちらに決めたということだったら、しっかり

その辺りの保護者さんの間でも不安があるはずなので、市の指定管理外れるという

ことだけじゃなくて、なのでそちらも酌み取っていただいて、施設のほうでこうい

った施設にしたいということも多分長年やっていらっしゃる方、長年やっていらっ

しゃる法人さんなんでお分かりだと思うので、その辺しっかり反映してあげられる

ような体制にどうぞしていってください。ひとまず終わります。  

〇委員長  答弁は求めますか。（「要らないです」と呼ぶ者あり）大丈夫ですか。  

〇武藤  昭和 49年の６月 15日の広報かしわに青和園オープンの記事が載っていまし

た。社会福祉の柏を目指す柏市に、また新たに精神薄弱者に仕事を授けるための施

設が誕生し、去る６月４日に開園されましたと紹介されています。雇用されること

が困難な方を自活に必要な訓練を行い、職業を与えて、将来自活できるように援護

することを目的としており、専門の指導員が配置されていますと紹介されています。

柏市は、これまで青和園を直営から指定管理者へ、そして今度は民間にするという

ことは、徐々に市の責任を放棄し、手放してしまうということではないでしょうか。

直接利用者の声を聞く機会が持てないということになるのではないですか。  

〇次長兼障害福祉課長  指定管理に移行してからも、毎年家族会、私ども何回か出

席して、当然今後ずっと、今委員さんのほうがおっしゃったように、 49年の開設か
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らずっとそこを利用している方もいますので、そういった方がやっぱり高齢化、重

度化ということで、今後のバリアフリーだったり、障害者の高齢化に対応する、そ

ういった新しいサービスを提供したいという、そういった声を踏まえながら意見交

換を丁寧にやってきたところですので、今後も土地の貸付けとか、あるいは指定管

理に移行したときの職員が１年間引継ぎとかやっていた経緯とか、いろんな経緯が

ございますので、また、実施指導の権限も市のほうで持っていますので、いろんな

形でいい方向になるようにしっかりと連携していきたいと思っております。以上で

す。  

〇武藤  利用者の苦情など、市のほうに苦情が来た場合などは、市が改善するとい

うことはできるんですか。  

〇次長兼障害福祉課長  通常の民間の施設でも指定権限がある関係で、そういった

待遇の面だとか、いろんな施設の状況とかで苦情があった場合は、それを確認した

りしているところでございます。以上です。  

〇武藤  民間になれば、苦情が多い、手のかかる利用者ですとか、事業者にとって

大変な利用者はやめてもらうというようなことはないんでしょうか。  

〇次長兼障害福祉課長  そういった部分がないように、長年培ってきた法人として

の実績や、あと広域的な施設であったという認識の下に、そういったことがないよ

うにしっかり指導していきたいと考えております。以上です。  

〇武藤  民営化にするとサービスがよくなると言われていますが、それは公立だと

何でできないんでしようか。  

〇次長兼障害福祉課長  公立だとできないということじゃなくて、いろんなメリッ

ト等も含めまして、複雑多様化する、そういった課題のほうに対応するためにも、

市ができることは、あと民間のノウハウを活用する部分だと。そういった部分を複

合的、総合的に考えながらネットワークを組んでやっていきたいという、そういっ

た考えでございます。以上です。  

〇武藤  公立で行うサービスと民間で行うサービスと同じサービスを行うとしたら、

経費は同じになるはずですね。赤字を出さずに経営するには、経費の削減しかあり

ません。労働者にしわ寄せをすれば、必ず利用者にも影響すると思います。結局コ

ストがかかるということになるのではないんでしょうか。市の責任を放棄し、サー

ビス低下につながるような民営化には反対します。以上です。  

〇末永  聞きますけど、これは短期入所とショートか何かはやるんですか。  

〇次長兼障害福祉課長  新しいサービスについて検討しているところなんですが、

それについては当然利用している人たちの意見やニーズとかを把握している中で、

親亡き後というような課題がございますので、そういった体験の場だったりの、そ

ういった短期入所の設備も設定したいというようなことで、方向で一応動いている

ところでございます。以上です。  

〇末永  現在はあれですよね、就労継続支援Ｂ型と生活介護をやっているわけです

よね。生活介護。  

〇次長兼障害福祉課長  そのとおりでございます。  
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〇末永  生活介護というのは、具体的にどういうことを言うんでしょうか。  

〇次長兼障害福祉課長  生活介護というのは、ちょっと重度化したような方々の余

暇支援だとか、そういった通いの場ということで、就労Ｂのほうの生産性と比べる

と、少しちょっと趣が違ったような、簡単に言うとそんなような形でございます。  

〇末永  そうすると、自宅から通いで昼間面倒見ていると。夜は、帰った自宅では

訪問看護じゃないけども、そういうことはしない。生活介護だけね。  

〇次長兼障害福祉課長  青和園については通所施設ですので、昼間の通う場という

ことで、就労Ｂだったら軽作業的な部分、生活介護だとちょっと重いので余暇支援

的な、そういった通所支援施設になって、夜は在宅ということでおうちに帰る、そ

んなサービスを提供する施設となっております。以上です。  

〇末永  今回の提案は、民間委託というけども、実は解体する費用 が柏市が持ちま

すよと。大体解体するの五、六千万かかるのかな、もっとかかるのかな。  

〇次長兼障害福祉課長  １億円ぐらいかかるということで見込んでおります。以上

です。  

〇末永  その解体費用は柏市が持ちますよ、建て替えるんだけど、建て替える費用

は２億ぐらいかかるでしょうと。それは、国が１億円補助だ、２分の１補助だから、

民間だったらね。社会福祉法人だったら２分の１出しますよ。市町村は４分の１負

担しなさいよと。だから、いわば２億円かかるところを１億 5,000万は国と市町村で

出しなさい、 5,000万は桐友学園が自分のところで面倒見なさいということなのね。 

〇次長兼障害福祉課長  あくまでも負担割合については、基準額についてですので、

実際基準額以上に建設費ということでかかりますので、建て替えで、概算だと、費

用としては３億 7,000万円ぐらいかかるだろうと、概算がありまして、その中で、基

準額になっちゃうと３億 7,000万、国のほうの基準表に照らして、ぶつけてみたらな

くて、それが２億円ということですので、負担割合はその２億円で国が２分の１補

助で１億円、市がその半分の 5,000万円ですので、実質的には法人のほうは残りとい

うことになるので、２億 2,000万ぐらい負担が出てくるかと想定しているところでご

ざいます。以上です。  

〇末永  これは民間に投げますよと、民間といっても社会福祉法人ですから、それ

は社会福祉法人だから、ある意味じゃ準公務的なところがあるわけだから、完全な

民間に投げるということではないと思うんだけど、それにしても柏市の手から全部

離れるというのはいかがなものかと私は思うんですよ。やっぱりこういう一番重度

で障害のある方というのは、やっぱり公的なところでしっかりやらないと、やっぱ

り社会福祉法人といえども赤字出すわけにいかないから、手数料じゃない、利用料

というの、利用料って言わないのかな、介護保険でいくと利用料だよね。そういう

費用だけじゃ運営がなかなか難しくなるんじゃないかと思うんだよね。ちょっと桐

友学園さん、心配はしているんだけど、そういうところ見ると、果たしていかがな

ものかなと。そういうふうに投げちゃって、民間に、民間ということで、社会福祉

法人にやらしていいものかというふうにちょっと心配なんですよ。そこら辺は、ど

ういう調査されているんでしょうか。  
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〇次長兼障害福祉課長  今費用面の話が出たんですが、当然指定管理から民間に替

わるということで、市のほうの負担分も減るのと併せて、心配されている法人側の

ほうも、指定管理の中では限定されたサービスが民営化によって選択の幅が出て、

定員を増やしたり、利用サービスを増やしたり、あるいは専門職の配置などによる

各種加算、処遇改善加算みたいなのも民間でやるとつくので、そういったことも適

当に取れば、収入面のほうも増えると見込んでいるところでございます。以上です。  

〇末永  いや、それそういうふうに言うけど、やっぱり営利目的になりますよね、

当然。そうすると、重度の人が必ずしもそれが賄えるという状況じゃないよね。み

どり園も民間委託もそうでしたけど、決して素直に、ああ、よかったねと言える状

況じゃないと思うんですよ。それと、この中で言っているのは、保護者会が同一法

人にしてくれと言っているよね。慣れないからというのは、これは私も南柏のＫ２

さんなんかの、最初の頃だよ、今じゃなくて。シゲタさんという人がいた頃、もう 20年

くらい前。その頃障害者の人は、慣れない人をヘルパーさんをやるのは、替わると

駄目だと、指定してくれといってもなかなか役所はできなくて、やっとヘルパーさ

んは、同一人で、今は法的にも病院も同じ人がヘルパーでいてもいいようになって

いるよね、病院だとか施設も。そういうふうになったよね、法的に。これ長年闘い

の中で勝ち取ってそうなって、それをこの人たちが言っているけども、我々 20年ぐ

らい前に、激しくそれで福祉部にいろいろ言ったんだけど、なかなかおたくらやら

なかったの、これは。だけど、今この障害者の立場に立って、障害者の状況に応じ

てということになっている。それはいいことだけど、ただしかしそこで言えるのは、

柏市の新たに、これから聞くと、固定された人だけやって、新たな人が入ってこれ

ないという弱点もあるわけ、これは。だから、公的な場所でやらないと、一定の法

人だと、定員がいっぱいだったら、新たな人がなかなか入れないと 。税金でつくっ

たものが、新たな人が入っていけない、そこの法人の営利第一主義になってしまう

と。そういう問題が発生するんじゃないかと私は思うんですよ。だから、私は決し

てこれが、委託がいいと思わないの。役所がちゃんとやっぱりやるべきだと。関係

者に電話していろいろ聞いた、あちこち。協議会やって、協議会の中でどういう議

論されたのかって、逆に尋ねられた私は。協議会が何も意見なくて、スルーしちゃ

ったらしいけど。あまり意見でなくて、何も言えなかったらしい。社会福祉法人の

桐友さんに。だからスルーしちゃって、通っちゃって、これでいいじゃないかとい

う意見なったみたいだけど、やっぱりそれは全体で議論も必要じゃないかと思うん

だよね。福祉の団体の中で、協議会の中で。そこら辺についてはどういうふうにし

ているのか。  

〇次長兼障害福祉課長  今委員さんのほうからお話があった、例えば 20年来の重度

のということで、みどり園については入所施設で、青和園のほうは通所施設で、ち

ょっと趣が違うということで、生活介護自体も実際当時の 49年と比べると、今だと

30ぐらいございますし、通所施設ということで、その割合はちょっと違うというこ

とと、あと 20年来ということで、来てから整備したものとしては、身体と知的の最

重度ということで、医療型福祉施設の光陽園というようなところを造ったり、入所
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施設の部分の支援の部分と通所施設の部分もちょっと違う部分もありますし、あと

旧十余二学園の跡地には、ニーズが高くて全国的にも少ないということで、重度の

方だと暴れたり、かみついたりするような強度行動障害対応型の自閉症、全ての自

閉症に対応したグループホームを造ったりだとか、ケース・バイ・ケースでいろん

なニーズに合わせてつくっているところでございます。また、北部のほうも人口増

が増えてきて、南部のほうに結構事業所って固まっている部分があるんで、北部の

ほうのニーズに対応するように高齢障害者が増えてきているんで、そういった方に

対応するように、定員増だったり、新たなサービスをして、社会福祉法人の公益性

という使命もございますので、そういった部分もしっかり指導していきたいと、こ

のように考えております。以上です。  

〇末永  光陽園というのは、新柏のことを言っているの。どこのこと、光陽園って。  

〇次長兼障害福祉課長  光陽園は酒井根です。さかき光陽さんがあって、酒井根保

育園のあるところで、委員さんが言っている新柏のところは、やっぱり医療的ケア

対応型の拠点地域生活支援拠点のぶるーむというのが、同じようにそういった重度

の障害あるところの施設ということで、同じような形で整備した経緯もございます。

以上です。  

〇末永  だから、最近民間でやって、ここの青和園の隣もマツイさんがやってたり

しているよね。だけど、民間でやることが果たしてどうなのと。役所がきちんと対

応することも一つじゃないかというふうに私は思うんですよ、それは。新柏にも市

の福祉課の課長さんだったっけ、した人もいて、今やめたかな。まだいるかな、タ

ムラ君ね。よく知っていますよ、行って何回も会ったりしてますから、してますけ

ど、私は果たして民間が、役所が何で手放して、役所がそういうことするんだろう

かと思うんですよ。指定管理も私はすべきじゃないと思う、役所が関わってやるべ

きだと思うんだけど、なぜこういうふうにしてしまうのか、ちょっと私は理解でき

ない、ここ。だから、ちゃんと役所が介在して、役所がきちっとするようにすべき

だと思うんです。だからぜひ、私はこれじゃ賛成はできないね、素直に。やっぱり

ちゃんと役所がきちんと障害福祉のことについては把握できるような体制を取って

ほしいと思います。以上です。  

〇後藤  すみません、公的施設の指定管理者というと、真っ先に思い浮かぶのが市

立柏病院です。市立柏病院は、医療公社管理課というところが管理しているわけで

すけど、今現在この青和園というのは、市立柏病院でいうところの医療公社管理課

的なところというのはどこなんですか。  

〇次長兼障害福祉課長  もう一度お願いしたいんですけど、すみません。  

〇後藤  市立柏病院が公的、柏市内における公的な施設の指定管理者ですよね。市

立柏病院に対して、医療公社管理課というところが管理しているわけですよね。現

在青和園が、市立病院と医療公社の関係と青和園と、どこ、関係はどこになるんで

しょう。  

〇次長兼障害福祉課長  青和園の指定管理のほうをやっているのは障害福祉課にな

りますので、また同じ条例の中に書いてあるのが朋生園というところ、この２か所
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を障害福祉課が指定管理ということで契約等管理しているところでございます。以

上です。  

〇後藤  分かりました。すみません。民営化することによってのメリット、デメリ

ットというものを考えなきゃいけないと思うんですが、私の目から見ると、例えば

国からの補助金がつくとか、それから当然施設が新しくなるわけですから、バリア

フリーに対応できる、それから様々な事業、ニーズに応じた事業の多角化というと

ころ、本当にメリットばっかりしか見えないんですけど、何かデメリットというか、

課題というか、その辺りはどのように分析していますか。  

〇次長兼障害福祉課長  デメリットでございますが、デメリットとして考えられる

とすれば、施設、設備の建て替えをしますので、建て替えにおきまして、現在の青

和園の利用者が、多少なりとも環境の変化の影響を受ける可能性があると思ってお

ります。ただ、それを最小限にとどめるために、場所が変わらないように、現地で

の早期建て替えを進めているところでございますので、そういった部分では、サー

ビスを提供する法人が変わらない点は、利用者に影響を考えず、プラスに働くもの

ではないか、最小限に抑えられるものではないかと考えております。以上です。  

〇後藤  それは、今のまま市が建て替えても、民間が建て替えても、環境の変化と

いうことには変わりはないと思うんですけど、いかがでしょう。  

〇次長兼障害福祉課長  おっしゃるとおり、あの場所で同じようにということであ

れば、民間が建て替えても、市が建て替えも、その辺については変わらない部分が

ありますが、それ以外として、ソフト面だったり、ハード面だったり、そういった

メリットという部分がございますので、今回民営化の方向にしたところでございま

す。以上です。  

〇後藤  例えば、今現在の青和園の、今現在の指導監査というのは障害福祉課がや

られているんですね。  

〇次長兼障害福祉課長  指定管理ということになっていますので、障害福祉課のほ

うで管理して、サービス満足度だったり、きちんとやっているか、利用者の意見を

直接家族会に言ったりだとか。いろんな部分で指導をチェックしているところでご

ざいます。以上です。  

〇後藤  そうすると、民間に移管した後も当然同じように障害福祉課が管理するわ

けですから、何のデメリットも見えないんですけれども、私には。どうでしょう。  

〇次長兼障害福祉課長  民間の施設であっても、市のほうで実施指導、監査権限が

ありますので、同じように指導監査、実施指導ということをしておりますので、変

わらない、また実際土地のほうの貸付けをするという関係もございますので、今ま

でどおり、当然公益性とかも含めて関わっていくということですので、指定管理の

部分でさほどそんなに変わる部分というのはないものと理解しております。以上で

す。  

〇末永  今言ってたけど、措置から利用に変わる契約になるわね。だから、それを

今度は社会福祉法人がやると利用になってくる、措置じゃなくなるから。今も措置

ないけど。実際には固定されてしまうということなんだよ。固定されてしまう、そ
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の人たちだけにね。だから民間になれば、その人で運営すれば、それ入れることな

いんだから、満杯の場合は入れる必要ない。だけど市がやれば、公的でやれば、必

ずそこで点検やチェックが入って、今実際入っている人を、例えばランクでいうと、

軽度があるよと、重度の人がいるよ、今まで措置だから入れられると、だけど今度

は民間になったら、なかなかそういう民間の運営だから、そこにきちっとしたもの

ができなくなるでしょうと言っているのよ。だから、そういう目に見えない部分に

ついてあるから。やっぱり行政が関わって、障害福祉というのは、ここがちゃんと

しないと駄目じゃないかと、あなたのところで。あれは措置だから、措置でしなき

ゃいけないわけだから、本当なら重度の人ね。だから、そういうことを含めてそれ

を手放してしまうのはいかがなものかと、公的にはきちっとやらなきゃいけないん

じゃないかと言っているのよ、それは。私は、そう言っているんだよ。そこのとこ

ろ麻痺しちゃって、いや、法人に上げて法人の、ほかのサービスができるんだって、

社会福祉法人といえど、公的機関であるけども、それは営利もやっていいわけだよ、

それは。その営利の金をどこへ使うかというのは、法人で使えば、社会福祉法人で

使えばいいんだから、それは。だからそういうことになってしまうと、本来の趣旨

から措置制度から変わってくるでしょうと言っているの、俺は。そこら辺分かって、

そこを説明してね、措置から利用との関係がこうなるよというやつ、ここ一番微妙

なところだから、それは。固定されてしまうということよ、一定の人に。言ってい

る意味分かるでしょう。だからここで言っているじゃん、利用者の人も、変わらな

いでほしいって、法人で。そういうふうになってくるんだよ、それは。  

〇委員長  答弁求めますか。（「要らない」と呼ぶ者あり）大丈夫ですか。  

 ほかに質疑はございませんか。   なければ質疑を終結いたします。  

これより採決いたします。  

                              

〇委員長  議案第２号について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数であります。  

 よって、議案第２号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で議案の審議を終結いたします。  

 次に、請願を議題といたしますが、請願の審査に関係しない執行部の方は退席さ

れて結構です。御苦労さまでございました。あわせて、請願に関係する各課で入室

していない方は入室をお願いいたします。  

 ここでちょっと５分休憩しますので、 55分ですか、再開は。したいと思います。

よろしくお願いいたします。  

              午後  ４時４９分休憩  

                  〇            

              午後  ４時５５分開議  

〇委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  
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〇委員長  次に、請願を審査いたします。請願第１区分、今期定例会で受理した請

願 41号、自校方式の給食を守り、沼南にも広げることについての主旨１・２を議題

といたします。  

 本件について質疑があれば、これを許します。  

〇矢澤  これは自校方式の給食を守り、沼南に広げることについてということは、

議員の皆さんに、私も私の考えを言って、それで皆さんに賛成していただきたいと、

そういう思いでちょっとお話したいと思うんですけども、基本的には議会の一般質

問の中で、繰り返し経過等についてお話ししてきました。だから、それを繰り返し

ません。ただ、この学校給食将来構想というのが、センター方式にするという、私

に言わせればもうセンター方式ありきというところからスタートした、このつくら

れた構想だというふうなことで、まずは給食の自校方式がいいか、センター方式が

いいかって、そのところの論議というのを本当にしないでやってきたと。だから、

そこのところの論議だけは一番避けているというふうに思います。だから、学校給

食の衛生管理基準で、面積の問題と、それからあと給食止まってしまうよというよ

うなことが大きな論点になってきましたけども、面積の問題についても信憑性がな

いことというのは、今回の新設校とか、田中小のことではっきりして、だからこれ

はもう一回本当に検討し直さなくちゃいけないものではあるし、給食が止まってし

まうよというふうなこともありますけれども、この将来構想の中でさえも、今のま

まやって、学校給食の自校方式できるというところを、そうやって自校方式してい

くという中でさえも、そのことについては書いてあるんですね。この構想が出る前

から、沼南の給食センターについての建て替えというものは課題になっていて、こ

れはやっぱりやらなくちゃいけないというふうに思っていたんですけれども、この

構想の中でも、このプラン１というのは全部できるだけ自校方式やるというふうな

ところです。そこの中では、沼南のところを新しくしたら、その中で自校方式調理

場の大規模改修工事や建て替え工事を行う場合は、給食センターから給食を配送し、

給食を停止させないことにしますというふうになって、この沼南のところからの配

送距離のような図も示して、こういうふうなことやりますよとなっているんです。

ですから、そのために新しく造る、最初に造る給食センターは、容量を少し多めに

造るというふうになっていまして、これ今の沼南の給食センターを建て替えるとき

にきちんとそうやってやればいいものだというふうなことで、やはりそれも理由に

はならないというのが一つです。  

それから、あとこれまでも過去の議事録もいろいろ見させてもらったんですけど

も、本会議では公明党さんのやつ紹介させてもらったんですけども、多くの方が、

この自校方式の学校給食はいいということでの意見、たくさんこう述べていました。

それは、教育委員会のほうもこうやってやっていますよ、いいんですよということ

でお話ししていたんです。やっぱりそこを何とか守るということを考えたときには、

新しい考えというのはいろいろ出てくると思うんだけども、そこを論議しないとい

うところがやっぱり問題だと私は思います。やっぱり何よりも平成 23年、 2011年の
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12月議会で提出された請願ですね。沼南地域の小学校の給食の自校方式への切替え

の計画を早めて、中学校も自校方式への実現してくださいということが、１人何か

賛成しなかった方いらっしゃるということ聞きましたけども、はっきり言って圧倒

的多数が、全ての会派がと言ってもいいように賛成されて、これが採択されている

んです。やっぱりそうやって考えたときに、当時の議会の意思とか、市民への約束

というのを果たしてこなかったということについてはすごく問題だと思うし、やっ

ぱり議会として認めてはいけないというふうに思います。そういうこともあって、

やっぱり議会としても、改めて全員でこれを採択して、給食の方向性、これまでも

市民に対する約束というのをやっぱり果たしていくべきじゃないかなというふうに、

私はそう思って、委員の皆さんに、ぜひ全員一致で採択をするというふうにしてい

ただきたい思います。以上です。  

〇末永  学校給食について、構想をずっと読んでみると、中でいろいろ議論してい

ますよね。あの中で一番決定的なのは、食育が必ずしもできないと。栄養士さんを、

センターにしちゃったら、それが２人か３人になると。どうしてもそこができない

というのが一つ。それで、あの中で触れているのは、合理化して、県の職員だけで

やらせて、市の職員を全部、全部じゃないけども、ほとんどあれして、県の職員で

やると効率的に運営できるじゃないかということも書いてありますよね。それから、

建てる場所は市街化調整区域だと建てやすいから、そこに公的な建てられるから、

市街化調整区域に持っていって建てると。子供のこと全く考えていない計画をずっ

と議論していますよね。だから、私は学校給食の在り方、自校方式というのはとて

もよくて、私も 30年議員やるけど、学校給食の問題は、給食なかった中学校なんか

それぞれで、中学校が実施された。そのときも手作り給食といって、ずっと手作り

給食でやっているんですよ、いろんなことを。残菜なんかも、子供たちがウインナ

ーだとか、シュウマイなんかあまり残さないから残菜がなくなる。だけど、だしも

いりこや、あるいは昆布やかつおぶしで取って、それでやって、家ではなかなか調

味料なんかも化学調味料で使っているから、味が違うんで、違和感があるんだけど

も、とても健康でよくなったというデータもこの間ずっとあるわけです。そういう

のを全部かなぐり捨てて、それでセンター式で給食をして配達する、それは何かと

いったら全て効率化を言っていますよね、効率化を。そこに私は問題があるんじゃ

ないかと思うんですよ。学校給食については、全国的に給食を無償化しようという

動きですよね、今これは。国もそういう方向で、４人の総理大臣なんか議論してい

ますけど、学校給食について無償化しなきゃいけないようなこと言い始めている人

もいますよね。だから、私は、私も 30年も議員やっていて、その頃は無償化なんか

想像もできなかったんだけど、無償化しようという動きもあるし、私は給食の環境

というのは物すごく変わっていると思うんですよ。自校式をやっているというのは

とてもいいことで、センター式から自校式になったところもいっぱいあるし、効率

化をうたっている首長だとか、そういう人たちは、子供のことは全く考えないでセ

ンター式にしているんですよ。それは、やっぱりいいことじゃないし、子供にいい

ものを食べさせて、そしてなおかつ食育をちゃんとやるんだということをする必要
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があると思うんですよ。  

 教育委員会は分かっているでしょう。夏休みから帰ってきて、９月に入ってくる

と、子供は何人も痩せて、食事を取っていない子供がいっぱいいるという報告を受

けていますけど、そういう意味じゃ給食というのは物すごく大事だし、その栄養の

ちゃんとバランスとか、きちんとしなきゃいけないことですよね。そこをおろそか

にして効率化だけをうたっているというのは、それは果たして教育者のあるまじき

姿じゃないと、私は思うんですよ。どうして教育長がそういうふうに表現したんだ

ろうかって。本当に信頼されていい教育長だったのが、何で豹変して経営だけでや

っているんだろうかと思うんですよ。今回あと二、三か月で市長選だって、各候補

者も自校式って言い始めていますよね、いろんな人が。だから私はそういうものも

含めて、政治的なことも含めて、きちっと自校式やって、子供に安心安全な給食を

提供し、食育なんだと、教育なんだということを鮮明に出していただきたいと思う

んです。ですから、そういう立場でぜひ進めていただきたいことをお願いしたいと

思いますけども、何か反論あれば、どうぞ答えてください。なければそうだなと思

うんだったら、答弁は要りません。  

〇武藤  栄養士さんの役割についてどのように考えているんでしょうか。  

〇学校保健課長  栄養士の役割ですけれども、まず一つは給食を、実際に委託でつ

くっていますけど、委託の業者がつくっていますけれども、献立作成から食材の調

達、選別、それとあとは日々の給食の調理の管理ですね、管理監督、それと今お話

も出てきました食育と、食育指導というんですか、楽しんでいただく、またはその

栄養の大事さを知っていただくというものを伝えていくというような、そういった

栄養管理、給食管理と食育、この２つが栄養士の仕事だと思っております。  

〇武藤  今お話ありました栄養士さんの仕事、役割について、市は重大なことだ、

大事なお仕事だという認識はありますか。  

〇学校保健課長  そういう認識はございます。以上です。  

〇武藤  この前の教育民生委員会で視察に行ったときに、酒井根東小学校の栄養士

さんにお話を伺ったんですが、アレルギーのあるお子さんの御家庭１件１件に電話

をして、今日のメニューについて、こういう食材使いますが、除去をすればいいの

か、それともお弁当を持ってこられますかというようなことを伺っているというお

話聞いたんですね。本当にきめ細かいアレルギー対策が行われると感じました。こ

ういうことがセンター方式になってできるんでしょうか。  

〇学校保健課長  アレルギー対応につきましては、栄養士だけではなくて、学校全

体で組織的に役割分担をして対応していただく、特に大規模校ですと、栄養士だけ

でも対応できません。ですので、そういった役割分担をやっていくような形で考え

ています。それで今ですと、物理的に言いますと、当然学校に栄養士がいるのと、

センターでは人数の差がありますので、その辺のギャップありますけれども、基本

的にはそういった役割分担をして、必要に応じて、今後その辺で不足が生じるんで

あれば、そういった重点なんかも考えながら対応していくべきものだと考えており

ます。以上です。  
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〇武藤  センター方式でもできるようなお話ありましたけれども、決して今１人ず

つ学校に栄養士さんがいるという、その栄養士さんの代わりになるようなことはで

きないと思います。ですので、ぜひ自校方式、給食を守っていただいて、沼南にも

広げていただきたいと思います。  

〇浜田  ちょっとお聞きしたいんですけど、センター方式で今やっておられる区域

のアレルギー対応はどういった形なのか、ちょっと教えてください。  

〇学校保健課長  アレルギー対応につきましては、まず一番最初に、入学してくる

とき、入学してくるときにアレルギーがあるのかないのかといったことを校長等の

管理職と栄養士だったり、養護教諭、または担任の先生というところで面談をしま

す。これは、自校方式でもセンター方式でも一緒です。その後アレルギーのある児

童に対して、食べられないものを除去していただく、一番は、除去食を出すという

のはなかなか学校調理の現場では厳しいので、自己除去といいまして、実際には家

庭で食べられないものは献立表を見て判断していただくと、そういった詳細な献立

というものを、これは自校もセンターも同じようにつくっております。それ以外に、

今度は実際に食べるときについては、主に担任の先生が多いでしょうけども、食べ

るものが間違って誤食しないようにというところで、学校に栄養士がいれば、そう

いった時間帯に少し見回るということもあるでしょうけれども、そういった役割分

担でやっております。以上です。  

〇浜田  それに関連して、そうして養護教諭の方から、実際現場で働いている方か

ら、御自身の養護教諭としての仕事をプラスして、センターになると負担が増える

というのは、確かにこれは聞いている話ではあるんですが、そちらは受け止めとい

うか、御認識はございますか。  

〇学校保健課長  現状の体制でいきますと、柏市の給食センターには２名の栄養士

しかおりません。そこが 11校を巡回しながら指導になっておりますので、学校の要

望に応じて、面談であったりというのは一緒にやっているんですけれども、そうい

ったところが特段学校の栄養士、じゃなくて、ごめんなさい、養護の先生なんかが

ある程度頑張ってしまいますと、そこに派遣がなかったりとかとなると、その負担

は確かに少しセンター方式のが現状があるのは事実だと思います。今後につきまし

ては、そういったことも今回いろんな調査をした中で、我々のほうも確認といいま

すか、把握してきましたので、今後センターつくるときには、今の規定の県の配置

の人数ではなくて、そういったセンター校のほうにももうちょっと重点的に人を配

置して、しっかりと回せるような、先ほど言った役割分担は必要なんですけれども、

その中でも過度に１人の職員に負担が大きくならないような配慮は必要だというふ

うに考えております。以上です。  

〇浜田  少なくとも、私は、私はというか、現時点で一番やんなきゃいけないのは、

沼南の老朽化した建物の建て替えは、本当に早急にやんなきゃいけなくて、ちょっ

と私も経緯を全部把握しているかというと、自信がなくて申し訳ないんですが、建

て替えそのものは、そこだけの部分で、まず完結してもやらなきゃいけないと思っ

ているんですよね。そこに端を発した構想案というところで、またちょっと話がい
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ろいろ変わってきているというか、いろんな視点が入ってきているのかなという認

識はあるんですけど、だから言いたいのは、そこはまず沼南のセンターは建て替え

なきゃいけない、早急に。これはもうやっていただきたいと思っているんです。そ

こから今の学校、沼南の学校の現状で、やらなきゃ、どうしなきゃいけないかとい

うのは、また考えなきゃいけない話かなというのは、実は思っています。それはそ

れとして、ごめんなさい、長くなんないようにします。保護者の方から、私も一応

保護者なので、一応聞いてはいますが、これには様々な意見があります。働いてい

る方多いです。なので、建て替えを、自校です、している間に給食止められると非

常に困るとか、その間のお弁当つくる負担は本当にすごい負担だというのは一方で

は聞きます。自校式で育った人に関しては、自校式でやっぱりやってほしいって親

の思いは確かにあります。ただ、その辺の認識がばらばらなんです。その辺のやっ

ぱりやり取りっていうのは、市のほうともうちょっとしなきゃいけないなというの

は肌で感じています、私も含めて。そこは足りないと思っていますし、あとは非常

に今年の３月辺りぐらいから、急に給食という話が、親にしてみたら、急にぱっと

出た話みたいな受け止め方をしている親御さんは非常に多いなとは思っています。

だから、その辺の、こっちにするとかということ、どっちかということよりは、そ

の前に担当課の皆さんと保護者の方、本当にその学校回ってとかでちゃんと話をし

ていただいて、集めて、この時期だからといってやらなきゃいけないんだったら集

めて、ちゃんと話をするとか、そういったことの流れは必要だと思うし、ちょっと

私は、ここですみません、結論を出すとかということと外れちゃうんですけど、ち

ゃんと説得、説得って言ったらおかしいですね。こういうふうに考えているんです、

どうですかというやり取りをもう少し密にしていただきたいなと思っています。こ

れは、要望としてお聞き届けいただければと思います。はい。  

〇福元  私もちょっと保護者という立場もありますので、話させていただきたいと

思います。ちょうど給食室の改修工事の対象校になったことがありまして、そのと

きに、来年は、じゃ大改修だねということで、お弁当で半年間だということで告知

はされていたんですけれども、コロナ禍で流れまして、結局そのうちに構想案とい

うことで出てきましたので、改修工事についてはそのままになってという状況があ

りまして、周辺の保護者は状況が全く分からない中で、市のほうで急にアンケート

を取ったりということして、よく分からないという、本当にそういうような保護者

の声を聞いています。先ほど浜田委員もおっしゃっていましたけども、保護者って

一口に言っても、いろんな本当に思いとか、感覚というのは全然違いますし、本当

に自校式がいいと言っている保護者もいれば、お弁当というか、給食をとにかく止

めないでほしいという、そういうことをすごく言っている保護者もいますし、何も

ちょっとよく分からないという保護者も正直いますし、正直浸透し切っていないな

というのが正直な感覚です。肌感覚です。給食のこの構想を、給食の問題について、

たしか私が昨年の 12月の議会で状況どうですかということで触れさせていただいて、

それで３月議会以降に各議員から質問がたくさん出てきていると思うんですけれど

も、３月、昨年３月に構想を大体まとめますという感じで、そういう流れだったと
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思うんですけども、やっぱりちょっと急ぎ過ぎかという感じがいます。ちょっとい

ろいろ見ていたところ、近隣だと白井市が新しく給食センターを造ったということ、

今コロナ禍なので、全然視察等に行けなくて、全然見られないのが残念なんですが、

そこの策定というか、計画するに当たっては５年くらいの年月をかけて、５年はか

けてよく話し合って練っていったという、そういうのをちょっとホームページ等で

読み取れたんですけども、今回の柏市のこの構想について、そこまでの時間を浸透

する形でそこまでの時間取っているのかなと、少しちょっと疑問が正直言ってあり

ます。  

いろいろな保護者の思いの強さとかもいろいろ差がある中で、今回こういう形で

請願というふうに出してくださっているというか、出されているということは、す

ごく一生懸命考えていただいているのかなということもありますので、やはりこれ

はもうちょっと考えていくべきなのかなということを思います。繰り返しになりま

すけれども、沼南の建て替えについては早急にということは十分承知しております。

ですので、ほかのところと沼南の建て替えというところで、まず沼南の建て替えを

急いでも５年くらいかかるということ聞いていますので、そこをしっかりとやって

いただくということがまずあってということなのかなと思います。ほかについては、

それからの議論になるのかなというふうに個人的には思います。ですので、引き続

き考えていく必要があるのかなと思うんですけれども、すみません、ちょっと思い

ばっかり言ってしまいました。完全に沼南の建て替えについては、 11校のうち５校

がちょっとできないということで資料では頂いているんですけども、 11校のうち５

校というのは、その給食センターに該当するということでよろしいですよね。給食

センターの対象校。  

〇学校保健課長  今回将来構想の中で試算をした中で、沼南地区の学校の地図に、

実際今回モデルプランで必要な面積というものを策定したものを落とし込んだんで

すけれども、そのときに、５校については、建物というか、その面積自体を取るこ

とがなかなか厳しいかなというふうに結論づけています。あと残り６校についても

駐車場であったり、花壇であったり、構築物を撤去しなければ、撤去すれば、その

四角い箱は置けるかなと、そういう面積は確保できますということを検証したんで

すけれども、実際には駐車場をなくすことは困難ですし、実際に今度は搬入車の動

線なんかもありますので、我々執行部といいますか、部局としましては、引き続き

今の 11校についてはセンター方式を継続することが望ましいというふうに考えてお

ります。ですので、５校というよりは 11校がセンターの基本になってきます。  

〇福元  ありがとうございます。では、 11校、可能性というところで、どこまで実

際にできるものなのかと。やっぱりちょっとそこがやっぱり理解されていないのか

なというところもあるのかなとも思います。給食センターで、絶対に給食センター

にしなくてはいけないというところをはっきり分かるようにしていただいて、正直

柏市も広いので、柏市全体で給食の構想進めていくという話もありましたけども、

正直言って、保護者の人たち、分かり切っていないというのがあるので、アンケー

トは確かにされていました。５月でしたっけ。されていたけど、そのとき限りなの
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かなという感覚も皆さんあるので、やっぱりもうちょっと、なかなかちょっと具体

的にできないんですけども、何かしら今後もちょっと続けていくことが必要、保護

者とか、関係者に続けていくこと必要なのかなと思うんですが、いかがでしょうか。

お願いします。  

〇学校保健課長  今 11校の話ありましたけれども、委員さんのほうからも、まず今

の沼南地区のセンターの更新の重要性というのは、お言葉いただいたところなんで

すが、我々としても、まずその沼南のセンターを、今言ったように物理的に全部の

学校を自校方式にするということは困難であるというふうに検証しております。そ

うしたときには、引き続きセンターが必要になるという認識の下、これまでのもの

を縮小するのか、継続するのかといったところと、当然今後給食、過去に沼南地区

については、今日も議論になっていますとおり、自校式へという、そういった意見

がありましたことから、それを踏まえて、実際にじゃこの 10年たった今、また改め

て検証求められた中で、じゃ柏市全体を見ながらどうしていくべきかと、要は沼南

だけの問題なのかというところで、今回は沼南のセンターの整備が中心ではありつ

つも、柏市全域のことも自校式についてもセンター方式についても考えさせていた

だいたところです。そうしたときに、一番は、まずセンターをしっかりと再整備し

ていきたいと。現地建て替えでは、同じような、先ほどの自校と同じような給食が

止まってしまいますということですから、現地ではなくて、しかも今は小学校と中

学校が同じ献立ということでの課題もありますことから、移転をすることによって、

そういった沼南地区のセンター給食も今までよりも質も上がるということも考えら

れるということと、実際に全域を考えた時に、沼南の 11校だけでいいのかどうかと、

その規模を考えるときに、どうしても沼南だけではなくて、その近隣も含めた柏地

区にも影響が及ぶということで、今回市全体のことを構想としては上げさせていた

だいたところです。以上です。  

〇福元  なかなか決めるのが難しい問題なのかなと思うんですけども、沼南の老朽

化した給食センターの建て替えというところは、まずやっていただくということで、

そこをまずやるということが５年かかるということなので、まずはそこに注力して

いただくということで、そうですね、ちょっと全体感というのは、これからも議論

を深めていくべきなのかなというふうに思います。以上で終わりにします。  

〇後藤  今浜田委員と福元委員からもお話ありましたけど、もう少し議論を深める

必要があるんじゃないかなと感じています。ですから、採択、不採択ではなく、継

続審査を我々は求めたいと思います。  

〇委員長  ほかに質疑はございませんか。   なければ質疑を終結いたします。  

これより採決いたします。  

                              

〇委員長  まず、請願 41号の主旨１につきましては、継続審査を求める意見が今出

ましたので、まず継続審査についてお諮りいたします。  

 本件を継続審査とするに賛成の方の挙手を求めます。  

挙手多数でございます。  
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よって、本件は継続審査すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、請願 41号の主旨２について採決いたします。  

 こちらについても先ほど継続のお声が上がりました。意見がございましたので、

まず継続審査についてお諮りいたします。  

 本件を継続審査とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数であります。  

 よって、本件は継続審査すべきものと決しました。  

 ここで切りがいいので、また５分間換気のため暫時休憩したいと思います。  

              午後  ５時２５分休憩  

                  〇            

              午後  ５時２９分開議  

〇委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  

                              

〇委員長  次に、請願第２区分、今期定例会で受理した請願 45号、生活保護利用者

へのエアコン支給等についての主旨１から５を議題といたします。  

 本件について質疑があればこれを許します。  

〇武藤  エアコン設置のない世帯が 65歳以上で、令和元年が 155世帯、令和２年で

118世帯、令和３年で 92世帯です。徐々に減ってはいますが、それでも 92世帯がエア

コンのない世帯です。エアコンの補助を受けた件数は、令和元年が５件、令和２年

が６件、令和３年が１件です。 65歳以下の方でエアコンのない世帯もあるのではな

いかと思いますが、利用者に国の通知をどのように周知徹底しているんでしょうか。 

〇生活支援課長  利用者の方々には、新規申請時や訪問のときにエアコンの有無を

確認しまして、エアコン、現時点では新規申請の方についてはエアコンの家具什器

費から出すことが可能ですので、その旨を御説明させていただいております。以上

です。  

〇武藤  エアコン設置の周知、徹底して行っていただきたいと思います。対象外に

なっている 65歳以上のエアコンのない世帯は 77世帯です。エアコンのない 65歳以上

の世帯は 92世帯なので、約８割です。流山市は、昨年１年間熱中症予防として、対

象外の利用者を対象に独自で補助を行いました。 55件の方が設置したとのことでし

た。それを担当の方が積極的に利用を進めたということです。今年生活保護利用者

が熱中症で救急搬送された方は何人ですか。  

〇生活支援課長  今年度、令和２年度で申し訳ないんですけれども、今統計出てい

るのが令和２年度になりますので、令和２年度で 14名となります。以上です。  

〇武藤  資料頂いた人数では 21人ということだったんですけど、どうですか。  

〇生活支援課長  失礼しました。65歳以上の方が 14名、全体含めて 21名となります。

以上です。  

〇武藤  熱中症で救急搬送された方もいらっしゃるということです。熱中症対策と

して、厚労省もエアコンの利用を進めています。命に関わることなので、ぜひ委員
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の皆さん、全ての方に賛成していただきたいと思います。以上です。  

〇委員長  ほかに質疑はございませんか。   なければ質疑を終結いたします。  

これより採決いたします。  

                              

〇委員長  まず、請願 45号の主旨１について採決いたします。  

 本件を採択とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、本件は採択すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、請願 45号の主旨２について採決いたします。  

本件を採択とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、本件は採択すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、請願 45号の主旨３について採決いたします。  

本件を採択とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、本件は採択すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、請願 45号の主旨……  

〇後藤  主旨４と５はエアコン購入費と設置費用、それからそれに伴う電気代の相

当額ということで、これは市独自でということですけれども、なるべくであれば、

本来であれば国のほうで対応していただく案件かと存じます。よって、４と５は先

ほど同様継続を求めます。  

〇委員長  今継続の主張がございました。本件につきましては、継続審査を求める

意見がございましたので、まず継続審査についてお諮りいたします。  

 本件を継続審査とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数であります。  

 よって、本件は継続審査すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、請願 45号の主旨５について採決をいたします。  

 本件につきましては、継続審査を求める意見がございましたので、まず継続審査

についてお諮りいたします。  

 本件を継続審査とするに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数であります。  

 よって、本件は継続審査すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で請願の審査を終了いたします。  

 この際、お諮りいたします。  
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 採択した請願につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過と結果の報告

を請求することの取扱いは、委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ございま

せんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

 執行部の皆様は退席されて結構です。御苦労さまでございました。  

                              

〇委員長  次に、閉会中の所管に関する事務調査の件を議題といたします。  

 調査項目を事務局に朗読いたさせます。  

             〔事務局朗読〕  

〇委員長  お諮りいたします。  

 ただいま朗読の項目を閉会中の事務調査項目と決するに御異議ございませんか。  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

                              

〇委員長  次に、閉会中における委員会の所管事務調査の実施についてを議題とい

たします。  

 お諮りいたします。定例会と定例会の間に執行部から事務の執行状況の説明を受

けるための委員会の日程、調査事項等につきましては、正副委員長に御一任願いた

いと思います。これに御異議ございませんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  ありがとうございます。御異議なしと認めます。よって、さよう決しま

した。  

                              

〇委員長  次に、閉会中の委員派遣の件を議題といたします。  

 閉会中の審査及び調査案件の調査のため委員派遣を行う必要が生じた場合、議長

に対し委員派遣承認要求を行うこととし、派遣委員、日時、場所、目的及び経費等

の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。これに御異議ござい

ませんでしょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

                              

〇委員長  以上で本日の教育民生委員会を閉会いたします。  

              午後  ５時３８分閉会  


